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第１．外部監査の概要 

１．外部監査の種類 

 地方自治法第 252 条の 37 第１項及び第２項に基づく包括外部監査 

 

２．選定した特定の事件（テーマ） 

（１）外部監査対象 

   病院事業 

 

（２）外部監査対象期間 

   自 平成 14 年４月１日  至 平成 15 年３月 31 日 

   ただし、必要と認めた範囲において、上記平成 14 年度以外の各年度分について

も一部監査の対象とした。 

 

３．事件を選定した背景及びその理由 

 公的病院事業の多くは、市民生活に密接な行政サービスでありながら、厳しい経営

が継続している。そのため、継続的に高度なサービスを提供するのに困難を伴う状況

に陥っている。 

 北九州市は、現在、４病院を運営して、良質な医療サービスを提供し、地域医療の

中心的役割を果たしている。 

しかしながら、５市合併前の名残から、市立として複数の病院を経営しており、過

去、赤字再建団体となった経緯もある。 

また、国の医療費抑制策の実施等により、さらに病院の経営環境はより厳しい状況

となっている。平成 15 年度予算では、病院事業の 10 億円を超える経営収支の赤字と

20 億円近くの企業債償還が見込まれている。 

今後も、これまでと同様、適切な経営管理が求められている。 

 一方、市は、高齢化が著しく、市民（国民健康保険被保険者１人当り）の医療費は

政令指定都市の中でも高額の都市のひとつである。このように、経済的な負担も市民

にとって大きく市民生活への影響も大きいものと判断できる。さらに、市政要望調査

では、保健・医療の充実項目が上位にランクされる等、市民の期待も大きい。 

 このように、医療サービスを市民の期待に応えつつ、継続的に高度で良質な提供を

実現することは、市民生活に最も重要な行政サービスの課題のひとつでもあるため、

当該事件を選定する。 
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４．外部監査の方法 

（１）外部監査の視点 

当該事件について、次のような着眼点で監査を実施した。 

① 事務事業の財務事務は、関係諸法令に従って、合規に執行されているか。 

 ② 事務事業の経営管理事務は、経済性・効率性及び有効性の観点から、合理的か

つ適切に執行されているか。 

   なお、具体的には次のような視点を有している。 

③ 診療報酬請求の事務は適切に行われているか。また、医業未収金の債権管理は

適切に行われているか。 

 ④ 人事に関する事務は適切に行われているか。 

 ⑤ 外部委託業務等の契約事務は適切に行われているか。 

 ⑥ 医療品や診療材料の購入手続、及びたな卸資産の管理は適切に行われているか。

固定資産の管理事務は適切か。 

 ⑦ 一般会計からの繰入金は地方公営企業法等に従った妥当な内容であるか。 

 ⑧ 経営状態はどのような状況にあるか。それに対応する、経営改善計画の実施状

況や病院局の経営体制はどうか。 

 

５．外部監査の実施期間 

自 平成 15 年６月 18 日   至 平成 16 年２月 24 日 

 

６．外部監査人補助者 

公認会計士 藤田 和子 

同 新間 達吉 

同 廣島 武文 

同 山口 徹也 

会計士補 首藤 英樹 

その他 松 林  勝 

同 石村 英雄 

同 谷 川  淳 
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第２．病院事業の概要 

１．事業の目的と沿革 

 北九州市は昭和 38 年、門司市、小倉市、若松市、八幡市、戸畑市の５市合併により

誕生し、病院事業については旧衛生局が所管していた。しかし、昭和 41 年度決算で不

良債務が 10 億円に達したため、地方公営企業法第 49 条に基づく財政再建の申出を行

った。これを受け、昭和 42 年に地方公営企業法を全部適用し、病院事業を統括するた

めの「事務の一元化」と「管理体制の強化」を柱に病院局が設置された。旧５市がそ

れぞれ経営していた五つの総合病院と、一部事務組合で持っていた二つの結核療養所

を引き継いだ病院局は、財政再建計画に基づき昭和 42 年度より 11 年間にわたって財

政再建に取り組んだ。この間、市は「北九州市立病院基本計画審議会」を発足させ、

市における医療体制の在るべき姿を展望しながら、市立病院の位置付けの検討がなさ

れた。 

さらに、平成２年、長期的視点に立った総合的な保健及び医療の供給体制を確立す

るために「北九州市保健医療総合検討委員会」を発足させ、救急医療及び市立病院機

能の在り方の検討を行った。 

 病院局が引き継いだ病院のうち結核療養所は、昭和 48 年に一ヵ所に統合、さらに平

成５年には門司病院に結核病棟を併設することにより廃止した。また、平成 14 年に戸

畑病院を廃止した。 

 現在は、医療センター、門司病院、若松病院、八幡病院の四病院であり、許可病床

数は、合計 1,491 床（一般：1,370 床、療養：50 床､結核：55 床、感染症：16 床）で

ある。 

 

２．病院事業の運営 

 現在、病院局には、医療センター、門司病院、若松病院、八幡病院及び看護専門学

校が属している。各病院の院長は、それぞれの病院の管理・運営の責任を負うが、医

療センターの院長は同時に他の市立病院の病務に関し、各院長に助言及び指導を行う

ことになっている。また、医療センターには、他の市立病院の院長に相当する総括副

院長を置き、医療センターの管理・運営を補佐する仕組みになっている。 

 各病院の基幹となる医療センターにおいては、管理・運営の実際は、院長、総括副

院長、副院長、看護部長及び事務局長で構成する「幹部会」で協議し、院長の責任に

おいて実行に移すことになる。また、合理的に運営するためには構成員の意向を充分

に反映する必要があり、運営を協議するために「運営協議会」を設け、毎月開催して

いる。さらに、病院機能を円滑に遂行するため、運営協議会の求めに応じて各種の小

委員会を常設し、各部門業務の分析、運用の合理化・効率化、設備や将来設計に関す

る具体的な企画等を求めることとしている。 

 また、病院の安全を確保し、倫理的責任を明確にし、業務の改善等に資するため、

運営協議会とは別に「薬事委員会」「院内感染対策委員会」「医療安全対策委員会」等

の委員会が設置されている。 
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＜病院局組織図＞ 
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３．決算・業務実績等の分析 

（１）損益計算書 

病院事業の経営状況は、総務省自治財政局「平成 14 年度地方公営企業決算の概

況」によると、全国的にも経常損失が生じた事業数が 63.5%と半数を上回ってい

る等、近年の医療制度改革等の中、一段と厳しくなっている。 

市病院事業の損益計算書によれば、平成 14 年度の純損益はおよそ９億円の損失

となっており、前年度よりは縮小している。純損益の年度間比較による損失縮小

（1,086,427 千円）の要因は、主として戸畑病院の廃止に伴うものである。全体

としては、給与費の圧縮等で費用の減少は見られるものの、患者数の減少等によ

り収益の減少もあり、平成 14 年度は、以前の年度と同様に、医業損益、経常損益、

純損益のすべての利益において赤字となっている。 

 医業費用に対する医業収益の比率は平成 14 年度では 92.0%と前年度の 90.2%よ

り若干の改善が見られ、全国の地方公営企業病院事業平均（以下「全国平均」）

90.3%よりも多少上回っている。 

一方、経常収支比率は 93.5%と全国平均 97.2%よりも下回っている。これは、支

払利息の負担が大きい等が要因となっている。 

経常損益において、平成 13、14 年度の決算で 20 億円程度の赤字を計上してい

る。市立病院は日々の医療行為の尽力によって、市民から大きな安心と信頼を得

ているところであるが、赤字であることを鑑みると高品質の医療を継続的に提供

できるか懸念がある。病院事業には、救急医療等の不採算医療、特殊・高度医療

に対応する等、公共性の強い事業の特殊性があり、そのため、不採算となってい

る面もある。しかし、地方公営企業法上、経費は、一般会計等において負担する

ものを除き、事業の経営に伴う収入をもって充てなければならない（第 17 条の２

第２項）とされているので、経営効率化を促進し、経営基盤の強化を引き続き努

め、取り巻く環境の変化に対応していくことが必要である。 
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表Ⅰ－１ 損益計算書推移                   （単位：千円） 

科   目 平成 14 年度 平成 13 年度 増  減 

１ 医 業 収 益  22,264,787 23,108,700 △ 843,913 

 （１） 入院収益  15,345,537 15,803,643 △ 458,108 

 （２） 外来収益  4,831,521 5,179,828 △ 348,307 

 （３） 他会計負担金  1,478,945 1,460,891 18,054 

 （４） 補助金  138,835 137,175 1,660 

 （５） その他医業収益  469,949 527,163 △ 57,214 
      

２ 医 業 外 収 益  2,315,317 2,411,006 △ 95,689 

 （１） 受取利息及び配当金  199 192 7 

 （２） 他会計負担金  1,675,335 1,770,810 △ 95,475 

 （３） 他会計補助金  349,272 355,920 △ 6,648 

 （４） 補助金  214 0 214 

 （５） 患者外給食収益  3,334 3,563 △ 229 

 （６） その他医業外収益  286,963 280,521 6,442 
       

３ 特 別 利 益  1,248,212 33,016 1,215,196 

 （１） 固定資産売却益  1,223,408 0 1,223,408 

 （２） 過年度損益修正益  24,804 33,016 △ 8,212 
       

４ 医 業 費 用  24,200,755 25,614,283 △ 1,413,528 

 （１） 給与費  14,052,239 15,315,766 △ 1,263,527 

 （２） 材料費  5,011,067 5,157,609 △ 146,542 

 （３） 経費  3,160,170 3,606,673 △ 446,503 

 （４） 減価償却費  1,517,279 1,374,304 142,975 

 （５） 資産減耗費  397,481 96,576 300,905 

 （６） 研究研修費  62,519 63,355 △ 836 
       

５ 医 業 外 費 用  2,075,805 1,798,472 277,333 

 （１） 支払利息及び企業債取扱諸費  1,088,355 1,084,100 4,255 

 （２） 患者外給食委託費  63 490 △ 427 

 （３） 雑損失  790,404 543,269 247,135 

 （４） 看護師養成費  196,983 170,613 26,370 
       

６ 特 別 損 失  456,140 130,779 325,361 

 （１） 固定資産売却損  335,092 0 335,092 

 （２） 過年度損益修正損  121,048 130,779 △ 9,731 

 医 業 損 益 （ １ － ４ ）  △1, 9 3 5 , 9 6 8  △2, 5 0 5 , 5 8 3  5 6 9 , 6 1 5  

 経常損益｛（ １ ＋ ２ ） － （ ４ ＋ ５ ）｝  △1, 6 9 6 , 4 5 6  △1, 8 9 3 , 0 4 9  1 9 6 , 5 9 3  

 純損益｛（ １ ～ ３ ） － （ ４ ～ ６ ）｝  △904, 3 8 4  △1, 9 9 0 , 8 1 2  1,086,428 
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（２）貸借対照表 

平成 14 年度は固定資産が 5,489,213 千円増加している。これは若松病院の移転

改築及び門司病院改築工事等によるものである。また、流動資産が 3,537,452 千

円増加している。これは主として企業債の受入れや戸畑病院の売却によるもので

ある。 

一方、流動負債は、増改築事業費及び資産購入費に係る未払金等を原因として、

2,108,989 千円増加している。また、資本金は企業債元金償還のための出資金受入

れによる自己資本金の増加 957,903 千円や施設の改築、設備増強のための企業債

借入れによる借入資本金の増加 6,870,684 千円によって大きく増加している。 

次に、貸借対照表では、健全性の観点からの分析を行う。 

まず、地方公営企業法第 49 条において、適用することができる財政再建企業の

要件として、不良債務の発生がある。不良債務とは、政令で定めるところにより

計算した、流動負債の額が流動資産の額を超える場合のその超過額を指す。ここ

で、一般に企業財務の安定度を計る流動比率（流動資産額×100／流動負債額）を

みると、平成 14 年度で 123.2%、平成 13 年度で 99.5%となっている。不良債務が

発生しているかどうかは 100%を下回っているかどうかで判別できる。平成 13 年度

は 99.5%で不良債務が発生しているが、一方、平成 14 年度は主として、戸畑病院

の廃止（固定資産の売却（資産の流動化と資産の売却益の実現））をはじめ、従

前から取り組んでいた様々な経営改善策の実施により、123.2%と経営が大幅に改

善した。 

 流動比率に改善が認められた平成14年度でも純損益は９億円程度の赤字である

ため、累積欠損金は 200 億円程度となっており、この額は依然として年々、膨ら

んでいる。 

全国の病院事業では累積欠損金を有する事業が平成 14 年度において 561 事業

(全事業のうち 73.7%)と前年度より 24 事業増加している。同様に、市病院事業に

おいても財務の内容が悪化しているため、より一層の健全化が必要である。 
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表Ⅰ－２ 貸借対照表推移                （単位：千円） 

   平成 14 年度 平成 13 年度 増  減 

 固 定 資  産  28,029,695 22,540,482 5,489,213 

 （１） 有形固定資産  28,025,179 22,535,708 5,489,471 

  ア 土地  131,399 208,641 △ 77,242 

  イ 建物  18,647,315 17,138,397 1,508,918 

  ウ 構築物  325,853 239,077 86,776 

  エ 機器備品  4,154,767 3,518,678 636,089 

  オ 車輌  27,641 14,350 13,291 

  カ 放射性同位元素  0 231 △ 231 

  キ 建設仮勘定  4,738,205 1,416,334 3,321,871 

 （２） 無形固定資産  4,516 4,774 △ 258 

  電話加入権  4,516 4,774 △ 258 

       

 流 動 資  産  7,492,647 3,955,195 3,537,452 

 （１） 現金預金  3,474,672 162,175 3,312,497 

 （２） 未収金  3,930,825 3,721,284 209,541 

 （３） 貯蔵品  71,150 54,736 16,414 

 （４） 短期貸付金  0 0 0 

 （５） 前払金  0 0 0 

 （６） 保管有価証券  16,000 17,000 △ 1,000 

 資 産 合  計  35,522,343 26,495,677 9,026,666 

       

 流 動 負  債  6,083,623 3,974,633 2,108,990 

 （１） 一時借入金  0 230,000 △ 230,000 

 （２） 未払金  6,027,877 3,659,922 2,367,955 

 （３） 前受金  6,425 7,200 △ 775 

 （４） その他流動負債  49,320 77,511 △ 28,191 

 負 債 合  計  6,083,623 3,974,633 2,108,990 

       

 資 本 金  48,586,110 40,757,524 7,828,586 

 （１） 自己資本金  17,825,193 16,867,290 957,903 

 （２） 借入資本金  30,760,917 23,890,233 6,870,684 

       

 剰 余 金  △ 19,147,390 △ 18,236,480 △ 910,910 

 （１） 資本剰余金  914,214 920,741 △ 6,527 

  ア 受贈財産評価額  81,349 87,933 △ 6,584 

  イ 寄附金  500 0 500 

  ウ その他資本剰余金  832,365 832,807 △ 442 

 （２） 利益剰余金  △ 20,061,605 △ 19,157,220 △ 904,385 

  当年度未処分利益剰余金  △ 20,061,605 △ 19,157,220 △ 904,385 

 資 本 合  計  29,438,720 22,521,044 6,917,676 

 負 債・資 本 合 計  35,522,343 26,495,677 9,026,666 
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（３）病院別の業務実績 

  表Ⅰ－３ 病院別業務の実績  （単位：床、%、人） 

項   目 医療ｾﾝﾀｰ 門司病院 若松病院 八幡病院 戸畑病院 計 

14 年度 636 155 210 400 ― 1,401 
稼働病床数 

13 年度 636 155 210 400 75 1,476 

14 年度 87.9 77.0 82.5 90.8 ― 86.7 
病床利用率 

13 年度 84.3 84.2 87.1 95.8 77.1 87.4 

14 年度 203,980 43,543 63,213 132,492 ― 443,228 
計 

13 年度 195,658 47,658 66,759 139,891 21,092 471,058 

14 年度 558.8 119.3 173.2 363.0 ― 1,214.3 

入 
 

院 

一日 

平均 13 年度 536.1 130.5 182.9 383.3 57.8 1,290.6 

14 年度 336,836 69,352 121,428 195,069 0 722,685 
計 

13 年度 357,500 82,106 141,103 208,354 55,590 844,653 

14 年度 1,374.8 283.0 495.7 796.2 0.0 2,949.7 

患 

者 

数 

外 
 

来 

一日 

平均 13 年度 1,459.2 335.1 575.6 850.4 226.9 3,447.6 

 
表Ⅰ－４ 平成 14 年度来院患者の居住地別割合 

（入院）   

 医療センター 門司病院 若松病院 八幡病院 

門司区 15.8% 65.4% 0.2% 0.6% 

若松区 2.9% 2.4% 92.9% 7.5% 

戸畑区 5.3% 2.8% 1.2% 4.1% 

小倉北区 32.1% 10.5% 0.5% 2.0% 

小倉南区 19.9% 5.8% 0.5% 0.9% 

八幡東区 2.3% 2.8% 0.3% 20.2% 

八幡西区 1.8% 2.1% 2.4% 40.1% 

その他 19.9% 8.2% 2.0% 24.6% 

計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

（外来） 

 医療センター 門司病院 若松病院 八幡病院 

門司区 11.6% 86.2% 0.3% 0.5% 

若松区 2.3% 0.6% 90.7% 8.3% 

戸畑区 4.8% 1.0% 1.4% 4.6% 

小倉北区 34.0% 3.9% 0.9% 2.2% 

小倉南区 24.2% 3.1% 0.5% 1.2% 

八幡東区 2.3% 0.8% 0.5% 19.8% 

八幡西区 2.4% 0.7% 2.9% 42.0% 

その他 18.4% 3.7% 2.8% 21.6% 

計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

（資料）病院局資料より作成 

（注） 患者数は入院、外来とも延べ患者数ではなく実患者数を使用。 

 

門司病院と若松病院は所在区の地元からの患者中心である。医療センターと八

幡病院も地元の比率が高いが、他区あるいは市外等広域からの来院が特徴である。 
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表Ⅰ－５ 業務実績の年度比較 

対前年度比較（△減） 
項   目 単

位 

14 年度 13 年度 
増 減 比率（%） 

稼 動 病 床 数 床 1,401 1,476 0 0 

年  計 人 443,228 471,058 △ 27,830 △ 5.9 
入院 

１日平均 人 1,214 1,291 △ 77 △ 6.0 

年  計 人 722,685 844,653 △ 121,968 △ 14.4 
外来 

１日平均 人 2,950 3,448 △ 498 △ 14.4 

年  計 人 1,165,913 1,315,711 △ 149,798 △ 11.4 

患 

者 

数 

計 
１日平均 人 4,164 4,739 △ 575 △ 12.1 

病 床 利 用 率 % 86.7 87.4 △ 0.7 ― 

入院外来患者比較 % 163.1 179.3 △ 16.2 ― 

職  員  数 人 1,182 1,263 △ 81 △ 6.4 

 

 表Ⅰ－６ 病院別経営収支の年度比較                （単位：千円） 

項  目 医療センター 門 司 若 松 八 幡 戸 畑 計 

14 年度 12,462,161 1,596,844 2,530,337 7,533,819 ― 24,123,161 

13 年度 12,002,420 1,697,560 2,582,687 7,859,315 930,044 25,072,026 

 

総
収
益 増 減 459,741 △ 100,716 △ 52,350 △ 325,496 △ 930,044 △ 948,865 

14 年度 12,457,996 2,781,306 3,298,250 7,168,343 ― 25,705,895 

13 年度 11,912,859 2,523,833 3,042,315 7,359,066 1,957,184 26,795,257 

総
費
用 

増 減 545,137 257,473 255,935 △ 190,723 △1,957,184 △1,089,362 

14 年度 4,166 △1,184,462 △ 767,913 365,476 ― △1,582,734 

13 年度 89,562 △ 826,273 △ 459,628 500,249 △1,027,140 △1,723,230 

純
損
益 

増 減 △ 85,396 △ 358,189 △ 308,285 △ 134,773 1,027,140 140,496 

注．病院局の管理統括部門及び看護専門学校の数値は除く。 

 

医療センターは入院収益、外来収益が増となったが、建物減価償却費、薬品費、

職員数の増に伴う給料の増により、黒字額が減少している。門司病院は、職員の

減に伴い給料、退職給与金が減となったが、入院収益、外来収益の減、結核病棟

経費にかかる一般会計からの繰入金の減により赤字額が増加している。若松病院

は、入院収益、外来収益の減により赤字額が増加している。八幡病院は、診療材

料費、薬品費が減となったが、入院収益及び外来収益の減により、黒字額が減少

している。 
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第３．外部監査の結果 

今回の包括外部監査の目的は、病院事業について内容を把握し、法令等に従って事

務が適正かつ効果的に執行されているかを確かめることにある。そしてこの目的は、

法令、条例、規則、要綱、要領等定められた基準（以下、「法令等定められた基準」と

いう。）への合規性・準拠性を検証し、監査を実施することにより達成される。包括外

部監査は、第一義的に合規性監査であることを踏まえ、監査結果の報告書（以下、「結

果報告書」という。）ではこの趣旨に沿うもののみを記載している。 

また、監査実施時に、経済性、効率性及び有効性の観点から組織又はその運営の合

理化に資するため必要と認めた事項につき、地方自治法第 252 条の 38 第２項に基づく

意見として、「包括外部監査の結果に関する報告に添えて提出する意見書」（以下、「意

見書」という。）を結果報告書に添えて申し述べる。 
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Ⅰ．組織及び運営関連 

１．病院の組織 

（１）概 要 

病院の運営は法令等に従って行われている。運営には意思決定を要し、組織を

構成しながら、合議を含む意思決定事項の分担者を法令等によって規定している。 

病院事業を市長に代わり代表する病院事業管理者（病院局長）は、地方公営企

業法（以下「地公企法」という。）において、その業務執行のための地位と権限及

び担任する事務が規定されている。同時に、地公企法と市病院局事務分掌規程（以

下「事務分掌規程」という。）によって、その権限において組織を編成し事務を分

掌させることも規定されている。 

また、管理者以下の地位にあるものは、市病院局事務専決規程等においてその

事項が定められている。 

ところで、意思決定においては合議によるもの、単独によるもの、いずれにお

いても、その基礎となる報告を受け、情報収集し、意見調整を図り最善の努力を

することが求められる。そのため、病院ごとに複数の委員会組織が編成され、各

種委員会では、その協議事項又は目的、組織構成者、開催頻度等を規程や規約等

で定め、適正な運営を図ろうとしている。 

また、健康保険法等において、診療報酬の算定点数項目として医療安全管理体

制に関する基準が定められている。例えば、安全管理の責任者等で構成される委

員会が月１回程度開催されている等の基準を満たすとともに社会保険事務所へ所

定の届出を行っていれば、入院基本料を請求する上で減算されないことになって

いる。このように、指針、制度及び体制等の整備状況は診療報酬にも影響がある

ために重要である。 

ここで、八幡病院と若松病院の主な委員会に絞って、各委員会とその運営状況

について概要を説明する｡ 

 

① 八幡病院 

当該病院では、現在、幹部会をはじめ、23 の委員会がある｡そのうち病院運営

上重要と認められる次の四つの委員会とその運営状況についてまとめる。 

 

ア．幹部会 

幹部会は、院長が委員長になって他 10 名の委員で構成されている｡幹部会の

規約はないが、毎月定例の日に開催されている。議題は、毎回業務状況報告と

その他に分けられ、業務状況報告では、患者数・稼働額調、紹介率算定表や平

均在院日数等が報告される｡ 

 

イ．運営協議会 

運営協議会も幹部会と同様、院長が委員長となり、33 名の委員が加わり、毎

月定例の日に会議が行われ、病院運営に関する事項や病院内の協力体制に関す

る事項等を中心に協議され、幹部会で決まったことの周知徹底が図られている｡ 
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ウ．医療安全管理委員会 

当該病院では、平成 14 年９月に「医療安全管理指針」を定め、医療事故をな

くし、患者が安心して安全な医療を受けられる環境を整えることを目標に、医

療従事者の個人レベルでの事故防止対策と医療施設全体の組織的な事故防止対

策の二つの対策を推し進めている｡ 

医療安全管理委員会はこの指針の中で設置がうたわれており、同委員会は院

長を委員長とし、内科系の副院長を医療安全推進者と定め、この他８名の委員

で構成されている｡ 

また、委員会の中の下部組織として、「リスクマネージメント部会」を設置す

るとともに、リスクマネージメント部会運営要綱を定めている。 

医療事故の報告は所定の「インシデント・アクシデントレポート」により行

われているが、リスクマネージメント部会では報告された事例について検討し、

医療の安全管理上有益と思われるものについて、再発防止の観点から、組織と

しての改善に必要な防止対策を作成するとともに、改善策が各部門において確

実に実施され、かつ安全対策として有効に機能しているかを点検・評価するこ

とになっている。 

また、指針では、安全管理のために輸血マニュアル等の「安全管理マニュア

ル」を整備するとともに、医療安全管理のための研修等も定めている｡ 

 

エ．院内感染対策委員会 

八幡病院では、院内感染対策委員会を設置するとともに、さらに、その下に

「MRSA 院内感染対策委員会」及び「看護科院内感染対策委員会」を設置してい

る｡ 

院内感染対策委員会は毎月定例の日に開催されているが、下部の二つの委員

会は１カ月に１回開催されている｡ 

 

② 若松病院 

若松病院には、局幹部会等病院内の職員が出席する病院局主催の会議体や医局

会等病院内の職員のほとんどが出席する定期会議体を除いて 20 の委員会が設置

されている。そのうち、病院運営上重要と認められる次の四つの委員会とその運

営状況についてまとめる。 

 

ア．院内幹部会 

院内幹部会は病院の幹部５名に事務局から書記１名を加えて構成されており、

院長が議長となって毎月２回定例の日に開催されている。会議では、主として

病院全般に係る重要な事項を取り上げて協議している。 

 

イ．薬事委員会 

薬事委員会は院長、副院長、内科部長、泌尿器科部長、薬剤科正副部長に事
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務局長が加わって構成されており、毎月１回定例の日に開催されている。 

薬事委員会は病院局長の通達で定められた薬事委員会設置要綱及び運営方針

に従って設置・運営されており、薬品採用、購入停止及び院内加工製剤の使用

については、定められた手続に従って処理することとなっている。 

 

ウ．経営改善委員会 

経営改善委員会は院長、副院長の他、各科部長・技師長・正副総看護師長に

事務局３名が加わって構成されており、毎月１回定例の日に開催されている。 

同委員会では、毎月の科別目標値と稼働額実績についての報告が行われてい

る。 

 

エ．医療安全管理委員会 

医療安全管理委員会は経営改善委員会のメンバーに副部長や各病棟の看護師

長や栄養士が加わって構成されており、毎月１回定例の日に開催されている。 

委員会の議題はほとんど各科からのインシデント報告であり、「インシデント

報告書」に基づいて行われていた。 

 

（２）実施した監査手続 

 ① 八幡病院及び若松病院の主な委員会について、事務責任者に質問し、委員会組

織とその運用状況について把握した。 

 ② 八幡病院及び若松病院の主な委員会において、市病院局事務専決規程や各種委

員会の規程や規約等に則って、組織や審議等の事務がなされているか、議事録等

の関連書類を閲覧しながら確かめた。 

 

（３）結 果 

八幡病院及び若松病院の主な委員会について、特に指摘すべき事項は認められ

なかった。 
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２．戸畑病院の廃止 

（１）概 要 

市立５病院の中でも特に収支の悪い戸畑病院について、市ではその在り方を検

討してきたが、最終的に平成 14 年３月末で廃止する方針を固め、平成 13 年５月

１日に廃止方針を公表した。 

その後、２団体から廃止方針の撤回を求める陳情が市議会になされたが、平成

13 年６月の定例市議会で「北九州市病院事業の設置等に関する条例」の改正案が

可決され、戸畑病院の平成 14 年３月末での廃止が決定した。また、同市議会にお

いては、「市立戸畑病院廃止後の医療水準の確保を求める決議」も可決された。 

このような中、平成 13 年７月に「市立戸畑病院跡地利用検討委員会」が設置さ

れ、委員会の協議の結果、“医療機関として民間に移譲することが最も望ましい”

という報告書が出された。 

これを受け、市では戸畑病院を移譲することとし、平成 13 年 12 月に移譲先公

募要綱を発表、応募した３法人の中から、平成 14 年１月 24 日に医療法人共愛会

が移譲先として決定された。 

市病院局と医療法人共愛会との間で、平成 14 年４月１日に土地・建物等の売買

契約が締結され、同日引渡しが行われた。 

 

（２）実施した監査手続 

 ① 戸畑病院にかかる資産売却を含む廃止決定の経緯と手続について、病院局事務

担当者より質問を行い、全体の概要を把握した。 

 ② 戸畑病院に廃止に伴う資産売却に関し、土地、建物及び物品の売買に関する決

裁書、売買契約書、不動産鑑定評価書、領収済通知書及び振替伝票等関連書類を

入手し、事務手続の妥当性、書類間の整合性を検証した。 

 

（３）結 果 

戸畑病院の廃止決定から民間への移譲に至るまでの手続を検証した結果、適正

に処理されているものと認めた。 
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Ⅱ．固定資産関連 

１．固定資産の現物管理 

（１）現物との照合 

① 概 要 

市病院局会計規程（以下、「会計規程」という。）第 110 条によれば、「総務課長

は、固定資産につき毎年事業年度少なくとも１回、台帳記帳事項と固定資産の実

態を照合し、その結果を局長に報告しなければならない。」となっている。 

平成 15 年３月末現在、各病院の固定資産残高（帳簿価額）は以下のとおりであ

る。 

 

表Ⅱ-１ 固定資産残高                      （単位：千円） 

種 類 医療ｾﾝﾀｰ 門司 若松 八幡 本庁 合計 

土地 76,757 7,224 25,155 13,167 9,094 131,399 

建物 9,413,464 4,313,381 639,565 4,280,904 － 18,647,315 

構築物 110,265 154,456 7,471 53,659 － 325,853 

器械備品 2,092,222 493,650 783,697 775,417 9,778 4,154,767 

車両 14,194 34 104 13,185 121 27,641 

建設仮勘定 － 2,278 ※4,735,925 － － 4,738,205 

電話加入権 1,036 557 527 1,109 1,285 4,516 

計 11,707,938 4,971,580 6,192,444 5,137,441 20,278 28,029,695 

（※）若松病院の建設仮勘定は、新病院建設工事の支出額である。 

 

② 実施した監査手続 

器械備品のうち１件あたり 1,000 万円以上のものについて現物実査、固定資産

台帳の通査、照合報告書の閲覧及び担当者への質問を実施することにより、会計

規程に基づいて現物との照合を実施し報告しているか、合規性について検証を行

った。 

 

③ 監査の結果 

監査の結果、会計規程第 110 条に基づく現物照合が行われていないことが確認

された。また、現物照合を実施した結果、検出事項は以下のとおりである。 

  ア．固定資産の廃棄（除却）漏れ 

抽出件数及び検出件数並びに検出金額（帳簿価額）は以下のとおりである。 

 医療センター：59 件抽出中８件：53,749 千円 

 門司病院    ：10 件抽出中０件 

 若松病院    ：20 件抽出中４件： 6,668 千円 

 八幡病院    ：27 件抽出中３件：17,673 千円 

除却漏れの原因を確認したところ、抽出サンプルについては器械備品更新時

の現場からの廃棄報告漏れが原因であった。 
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  イ．備品整理票の貼付不徹底（市会計関係帳票規則別表第 69 号様式の１） 

担当者からの回答によれば、固定資産の管理を徹底するために台帳上の資産

番号、取得年月日、機種及び設置場所が記された備品整理票を総務課から発行

する手続となっている。しかし、物理的に備品整理票が貼付できない固定資産

を例外としても、多くの固定資産で備品整理票が貼付されていない（貼付場所

不明も含む）。また、貼付された備品整理票の内容が読取れないものも存在した。

これらの理由として以下のことが指摘できる。 

  （ア）検収後相当期間経過して発行されている。 

（イ）現場担当者が備品整理票を貼付することを忘れている。 

（ウ）備品整理票を貼付する場所が適切でない。 

   

解決の方策として以下の事項の周知徹底が必要である。 

（ア）検収報告書を総務課が受領した後、遅滞なく発行する。 

（イ）現場責任者が定期的な現物照合を行う。 

（ウ）貼付する場所を誰が見ても分かる場所にする。例えば、システム一式に貼

付する場合にはサーバーＰＣに貼付することを統一する等、手続についてマ

ニュアルを作成する。 

 

備品整理票は実地照合の際、現物を効率的に把握するために有効である。貼

付場所等含め、備品整理票管理の再検討が必要である。 
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（２）管理換手続 

 ① 概 要 

管理換手続に関する会計規程第 104 条によれば、「主管課長は、その主管に属す

る固定資産の撤去により、再使用できるものは、第 71 条の規定に準じて庫入れの

手続をしなければならない。」となっている。また、会計規程第 71 条によれば、

「たな卸資産を受け入れた場合は、事務局企業出納員は入庫伝票を発行し、貯蔵

品出納簿に記帳しなければならない。ただし、購入によって受け入れた場合は、

入庫伝票を納品書で代えることができる。」となっている。 

平成 14 年度の管理換の実績は以下のとおりである。 

 

表Ⅱ-２ 管理換の実績                      （単位：千円） 

受入側 
送出側 

医療ｾﾝﾀｰ 門司 若松 八幡 本庁 合計 

医療ｾﾝﾀｰ － － － － － － 

門司 － － － － － － 

若松 － － － － － － 

八幡 － － － － － － 

本庁 － － － － － － 

戸畑（※１） 19,011 95,876 22,562 57,709 － 195,159 

（※１）戸畑病院の廃止（平成 14 年４月１日）に伴い、生じたもの。 

 

② 実施した監査手続 

証憑書類の閲覧、担当者への質問により管理換手続の妥当性を検証した。 

 

 ③ 監査の結果 

監査の結果、管理換手続は会計規程に準拠し、適切に処理されている。 
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（３）固定資産管理台帳 

 ① 概 要 

会計規程第 109 条によれば、「総務課長は、固定資産台帳を備え、資産の数量、

価額の増減、減価償却累計額及び処分等による異動を記載し、常にその現況を総

合的に明らかにしなければならない。」となっている。 

 

② 実施した監査手続 

証憑書類の閲覧及び担当者への質問により会計規程に基づいて台帳管理を実施

しているか、合規性について検証を行った。 

 

③ 監査の結果 

病院局では、固定資産の取得、除却等の固定資産台帳への記述を年度末に一括

して行っている。しかしながら、この方法では、固定資産の実態を適時に把握す

ることができない問題がある。また、固定資産台帳に記入する原始証憑の紛失等

による記帳の網羅性の問題も生じる恐れがある。 

取得・除却報告時に遅滞なく固定資産台帳に記帳を行うよう、会計規程の遵守

が求められる。それによって台帳管理が適切に行われる。 
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２．固定資産に関する会計処理 

（１）補助金等による購入固定資産の会計処理 

① 概 要 

地方公営企業法施行規則（以下、「地公企則」という。）第８条第４項によれば、

「地方公営企業の有形固定資産で、資本的支出に充てるために交付された補助金、

負担金その他これらに類する金銭又は物件（以下「補助金等」という。）をもつて

取得したものについては、当該有形固定資産の取得に要した価額からその取得の

ために充てた補助金等の金額に相当する金額（物件にあっては、その適正な見積

価額をいう。）を控除した金額を帳簿原価又は帳簿価額とみなして、第１項の規定

により各事業年度の減価償却額を算出することができる。」となっている。 

 

② 実施した監査手続 

証憑書類の閲覧、担当者への質問により地公企則に基づいて継続して処理を行

っているか、合規性について検証した。 

 

③ 監査の結果 

施行規則第８条第４項の規定に対して、固定資産の減価に対応すべき収益の獲

得が予定されない固定資産の取得のための財源に関しての規定と解釈するならば、

補助金および負担金の他に寄附金についても「補助金等」に包含される。その場

合、いずれの取得財源で調達したものであっても、いったん採用した会計処理は

実態に照らして整合的な処理が求められる。 

しかし、現状、病院局では現物での寄付と現金での寄付とで固定資産の処理が

異なっている。 

前者の場合はいわゆる「みなし償却」により除却するまで減価償却を計上せず

除却時に一括費用計上を行う処理を採用している。後者の場合は現金で取得した

ものとして他の固定資産と同様、取得の翌年度から減価償却を行っている。 

寄付という実質が同じであるにもかかわらず処理が異なると、公営企業の実態

を反映しない決算書が作成される恐れがある。 

平成14 年度中に発生した10 万円以上の寄付による採納は以下のとおりである。 

現物での寄付：456 千円 

（内訳）エアーマット、電子ミシン：200 千円 

パソコン 1 台      ：256 千円 

現金での寄付：500 千円 

 

統一的な会計処理を行い、公営企業の実態を反映した決算書の作成が必要であ

る。 
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３．情報システムサーバーのセキュリティ 

（１）概 要 

医療センターには、診療棟３階に施錠付の専用サーバー室が設けられている。

この専用サーバー室には、医療センターの医事会計サーバーのほか、市立病院全

体の患者管理サーバーや財務会計サーバー等、基幹システムのサーバーが設置さ

れている。 

また、臨床検査サーバー（３階）、放射線管理サーバー（１階）等の各部門シス

テムのサーバーについては、各部署の管理エリア内に施錠付きのサーバー室を設

ける等して設置されている。 

このように、基幹システムや部門システムのサーバーについては厳重な管理の

もとで情報管理がなされている。 

 

（２）実施した監査手続 

基幹システムや部門システムのサーバーについては、上述のように厳重な管理

のもとで情報管理がなされている。よって、今回は、それ以外の特に見過ごされ

がちな医療機器に付属した単独サーバーについて、その管理状況を検証すること

とした。 

平成15年７月に診療棟地下の放射線機器に付属するサーバー室への視察及び担

当者への質問を実施し、管理の妥当性について検証した。 

 

（３）監査の結果 

診療棟地下の放射線機器に付属するサーバー室については、サーバーへのアク

セス制限が不十分である。理由は以下のとおりである。 

まず、論理的制限については職員 ID 及びシステム起動するためのパスワードが

準備されており、十分な配慮がなされている。しかし、物理的制限については、

情報システムサーバーとしてではなく単なる放射線機器の制御管理サーバーとし

て認識されているためか、一般市民が自由に往来できる廊下に面した一室に配置

されているにもかかわらずサーバー室の施錠状況は徹底されていない状況であっ

た。 

悪意のある人間によりプログラムを破壊された場合には、業務に支障をきたす

とともに、修復に多額の費用がかかる。また、同サーバー室の別のサーバーでは

個人情報に関するものも保管されているため、情報保護の観点から見ても徹底し

た管理が求められる。 

サーバー室の場所を移動させることが不可能な場合、サーバー室の施錠管理を

強化する等対策を講じることにより、情報管理の徹底及び責任の所在を明確にす

ることが必要である。 
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Ⅲ．診療報酬関連 

１．診療報酬請求事務 

（１）概 要 

病院の医業収益は、健康保険における診療報酬の保険者負担額、同じく患者負

担額及び健康保険の適用を受けない診療に関する患者負担額で構成されており、

その大半を占めるのは診療報酬の保険者負担額である。したがって、診療報酬の

保険者負担額が適正に請求されることが、病院の運営にとって重要であり、当該

請求事務の適正性について監査を行った。 

診療報酬請求事務は、各病院が社会保険診療報酬支払基金（以下、「支払基金」

という。）及び福岡県国民健康保険団体連合会（以下、「国保連」という。）に対し、

毎月診療した月の翌月 10 日頃までに診療報酬を請求する事務である。 

市病院局事務分掌規程第２条によれば、「診療報酬その他の収入調定及び請求に

関すること」は各病院事務局医事係の事務分掌となっている。なお、当該事務は

Ａ社に外部委託している。 

 

（２）実施した監査手続 

診療報酬請求事務が適正になされるために、医事係において委託事務の管理が

適切になされているか、委託契約書、北九州市委託業務要綱、業務委託事務の手

引の閲覧及び担当者へ質問することにより、合規性について検証を行った。 

 

（３）監査の結果 

監査の結果、診療報酬請求事務に関する履行又は進行についての管理体制がな

いことが確認された。詳細は以下のとおりである。 

 ① 委託事務の業務計画書を徴していない。 

委託契約書第４条によれば「乙（受託者）は、委託業務を実施するにあたり、

あらかじめ業務対象、内容を調査のうえ業務計画等を作成し、甲（市病院局）に

提出してその承認を得なければならない。」とされている。また、北九州市委託業

務要綱第 15 条（1）によれば「業務に着手するときは、あらかじめ委託先から業

務の実施計画書を徴するとともに、必要な場合は、当該実施計画の内容について

調整を図ること。」とされている。 

しかし、業務計画書を徴しておらず、委託事務がどのように遂行されていくの

か病院局として把握できず、委託事務の適正な管理を行う上で支障が生じる恐れ

がある。 

病院局によると、委託契約を締結する前に病院局が作成した仕様書を基に委託

事務の詳細を詰めて仕様書を固め、それを業務計画書に代わるものとしていると

のことであった。しかし、仕様書は委託契約書第２条で「乙は、業務仕様書によ

り、委託の本旨に従い、甲の指示監督に基づき委託業務を実施しなければならな

い。」とされているものであり、第４条の業務計画書とは別のものである。 

業務計画書を提出させる趣旨は、委託業務の適正な履行を確保するためである。

このことは、平成 11 年２月 16 日の北九契管第 260 号「委託契約書の整備・標準
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化について（通知）」に留意事項として「委託業務の内容及び処理の方法について

は、仕様書及び要領等で詳細に定めるところであるが、それらを相手方に再認識

させ、業務の完全履行を確保し、履行内容に疑義を生じさせないため、具体的か

つ詳細な業務計画書等を相手方から提出させること。」と記載されていることから

も省略すべきでない。 

業務仕様書には、診療報酬請求事務におけるレセプトの処理に関する事項等が

挙げられているが、具体的なスケジュールや担当者等の記載はない。例えば、業

務仕様書で「委託業務に従事する職員の診療報酬請求事務に関する資質向上のた

め、年間研修計画を策定する。」とあるが、当該研修計画は、業務仕様書に記載さ

れていない以上、業務計画書において策定されるものである。したがって、委託

事務の適正な管理のためには、仕様書とは別途の具体的な業務分担等を記載した

業務計画書が必要である。 

 適正な事務処理をされたい。 

 

② 業務報告書を徴していない。 

委託契約書第５条によれば「乙は、必要に応じて業務報告書を作成して甲に提

出し、委託業務の実施結果及び処理状況を報告しなければならない。」とされてお

り、また、市委託業務要綱第 15 条によれば「業務が完了したときは、速やかに委

託先から業務の完了報告書等を徴するとともに、履行の確認又は成果物の検査及

び検収を行うこと。」とされている。契約室管理課が作成している業務委託契約事

務の手引においても、第８で適正履行の確保が求められている。 

しかしながら、業務報告書は徴されていない。したがって、当該委託業務の結

果について病院局側（業務課及び各病院医事係）で十分な点検ないし管理ができ

ていないと考えられる。 

病院局によると、委託業務は医事係職員と同じフロアーで履行されており、常

に管理はなされているとのことであった。しかし、客観的に管理の事実を示すこ

とができるものではない。そのことからも、適正な履行の確認を客観的に示すも

のとして、業務報告書が求められているのであり、業務報告書の提出を省略すべ

きではない。 

適正な事務処理をされたい。 

 

 ③ 診療報酬請求点数のチェック体制の不備 

レセプトの作成及び請求点数の集計は全面的にＡ社が実施しており、病院局（業

務課及び各病院医事係）はＡ社が集計した請求点数をチェックすることなくその

まま受け入れている。 

確かにＡ社は診療報酬請求事務に精通しているが、先に述べたように診療報酬

請求事務の重要性に鑑みると、病院局（業務課及び各病院医事係）が委託者とし

ての管理責任から、請求漏れがないか等、Ａ社の集計した診療報酬請求点数につ

いてチェックをする必要がある。 

しかし、診療報酬請求事務は相当の専門的知識が必要であるが、人事異動サイ



  - 24 - 

クルは２～３年であり、精通者の養成が難しく、医事係でレセプトチェックを行

うことは現状では難しいことも事実である。 
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２．その他診療報酬請求事務 

（１）概 要 

   前述のとおり、診療報酬請求事務は、各病院が支払基金及び国保連に対し、毎

月診療した月の翌月 10 日頃までに診療報酬を請求する事務である。通常、翌月 10

日頃までには請求されるのであるが、一部、請求が保留されるレセプト（請求保

留レセプト）がある。 

   請求保留レセプトは、レセプトは作成されているものの提出の条件が整わず、

請求が保留されるレセプトである。一般に、公費負担がある場合に、公費負担申

請の手続を要するため、翌月までに請求できないものである。 

 

（２）実施した監査手続 

   「請求保留分レセプト写」の閲覧及び担当者へ質問により、合理的な理由がな

く請求が遅滞している診療報酬がないか等の手続の合規性について検証を行った。 

 

（３）監査の結果 

   平成 14 年度医療センターの請求保留レセプトの状況は、実査日（９月 16 日）

現在、25 件 504,640 点であった。全件について検討した結果、理由なく請求が遅

滞しているものはなかった。その他、特に指摘すべき事項はない。 



  - 26 - 

Ⅳ．債権管理関連 

１．外来未収金の調定 

（１）概 要 

地公企法第 20 条によれば、第１項で「地方公営企業においては、その経営成績

を明らかにするため、すべての費用及び収益を、その発生の事実に基づいて計上

し、かつ、その発生した年度に正しく割り当てなければならない。」、第２項で「地

方公営企業においては、その財政状態を明らかにするため、すべての資産、資本

及び負債の増減及び異動を、その発生の事実に基づき、かつ、適当な区分及び配

列の基準並びに一定の評価基準に従って、整理しなければならない。」となってい

る。 

市立病院等の使用料及び手数料条例第２条第１項により、「病院の診療を受ける

者は、使用料又は手数料を納入しなければならない。」とされており、また、地公

企令第 13 条によれば、「地方公営企業の現金の収支を伴う収入及び支出のうち、

その債権又は債務の確定の際直ちに現金の収納又は支払をしないものについては、

未収又は未払として計理しなければならない。」となっている。 

 

（２）実施した監査手続 

調定簿及び請求書等関連証憑の整合性の検証又は金額突合、閲覧、担当者への

質問により、地方公営企業法等に基づいて処理を行っているか、合規性について

検証した。 

 

（３）監査の結果 

患者負担分の外来未収金について調定がなされていなかった。簿外にて請求書

で管理しており、入金のあったときに入金分の調定（収入調定）を行っている状

況である。 

平成 15 年３月末現在で簿外になっている金額は以下のとおりである。 

 

表Ⅳ-１ 簿外の外来未収金 

 件数（件） 金額（円） 

医療センター 3,094 10,559,845 

門司病院 950 1,748,329 

若松病院 2,641 6,118,219 

八幡病院 7,139 53,873,811 

合  計 13,824 72,300,204 

 

調定していない理由を病院局に質問したところ、外来収入の件数が多いこと、

自費診療の患者が後日保険証を持参した場合の事務手続が煩雑であること等によ

り、現状では事務遂行上対応が困難であるとの回答を得た。 

しかし、診療行為に基づく患者負担分について調定を行わないことは、地公企
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法第 20 条、地公企令第 13 条の規定に従っておらず妥当でない。このことは、平

成 14 年 12 月 16 日の北九州市監査公表第 34 号にあるとおり、監査委員の定期監

査でも指摘されている事項である。 

その後、早い段階で外来未収金の調定を実施すべく、医事係長会議等でその正

確かつ迅速な手法について協議されており、平成 15 年５月 15 日の北九州市監査

公表第 11 号にあるとおり、医事会計システムの改善や事務手順の作成等の準備が

進められている。 

実査日（平成 15 年 10 月）現在では、外来診療費を全て調定できるように、医

事会計システムの改善の基本設計、仕様確定作業が進められている。このシステ

ム改善により、外来・入院とも未収金の一元管理ができるようになり、現在シス

テム外で作成されている督促状や未収金整理カード等が、システム帳票化される

予定である。 

今後の予定では、平成 16 年３月にシステムを仮稼働させ、平成 16 年度当初か

ら本稼働し、全ての外来未収金を調定計上することとなっている。 

地方公営企業法の規定からも、債権管理の観点からも、当該予定の確実な実行

が求められる。 

適正な処理をされたい。 

なお、入院収益と未収金の計上については、平成 15 年７月をサンプルとして検

証したところ、診療報酬請求書から正しく転記されていることが確かめられた調

定額集計資料に基づいて会計処理がなされていることが、確かめられている。 
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２．未収金管理 

（１）概 要 

会計規程第 11 条第１項では、「この会計に関する取引を記録し、計算し、及び

整理するため、次の会計帳簿（以下「帳簿」という。）を備える。（略）（２）総勘

定元帳、（略）（９）未収金整理簿（略）」となっている。 

また、市立病院使用料及び手数料滞納整理事務処理要綱（以下、「事務処理要綱」

という。）第 2-5 では「過年度外来未収金については、過年度外来未納金管理簿及

び過年度分未収外来診療報酬請求書によって管理する。詳細は別途要領を定め

る。」となっている。 

 

（２）実施した監査手続 

未収金明細表や入院未収金整理簿等、関係証憑を閲覧するとともに、担当者へ

の質問により、未収金管理が適正になされているか、検証した。 

 

（３）監査の結果 

① 入院未収金の照合 

「未収金整理簿」は財務会計システム外で管理されているため、随時照合する

必要がある。会計規程第 14 条にも「総勘定元帳、補助簿その他相互に関連する帳

簿は、随時照合しなければならない。」とされている。 

病院局経理課によると、未収金については、毎月照合しているとのことである。

照合方法は、経理課が財務会計システムで把握した金額に基づき「調定額及び収

入金集計表」及び「未収金明細表」を作成し、それを各病院医事係に照会し、各

病院において「未収金整理簿」と照合させる方法によっている。 

医療センターの担当者に照合方法を質問したところ、経理課からの照会に応じ

て、未収金整理簿に基づく集計表との照合は、毎月適正に行われていると認めら

れた。 

しかし、経理課においては、年度末を除いて、随時照合していることの証跡は

残されておらず、事後的に担当者以外の者において照合がなされたことを確認す

ることができない。年度末においては、経理課担当者が照合したことの確認印を

残しているので、今後は年度末だけでなく、毎月照合の都度確認印を押印し、照

合がなされたことの証跡を残す必要がある。 

適正な事務処理をされたい。 

 

② 外来未収金の管理 

外来未収金については、「未収金整理簿」が作成されておらず、会計規程第 11

条の規定に従っていない。また、「過年度外来未納金管理簿」及び「別途要領」も

作成されておらず、事務処理要綱第 2－5（1）の規定に従っていない。 

現在、外来未収金は、各病院医事係が請求書で管理している状況である。請求

書は個人別に綴じられており、督促状況等については、当該請求書に記録されて

いる。入院未収金については、未収金整理簿が作成されているものの、外来未収
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金についてはこのように別管理されており、入院・外来とも未収となっている患

者等について管理がしにくいものと考えられる。 

病院局に今後における外来未収金管理の方策について質問したところ、医事会

計システムの改善で対応する予定であるとの回答を得た。外来未収金の調定を行

うのと同時に、入院・外来で統一した帳票等を整理する方針であり、一元管理で

きる予定であるとのことである。 

したがって、外来未収金の管理が適切に行われるよう、医事会計システムの改

善スケジュールを予定通り進行していく必要がある。 

適正な事務処理をされたい。 

 

③ 入院未収金の管理 

入院未収金は、各病院とも「入院未収金整理簿」を作成し、台帳管理がなされ

ている。 

平成 14 年度医療センターの入院未収金整理簿を閲覧し、入院未収金の管理状況

について調査したところ、以下のような状況であった。 

 ア．入院未収金は年度別に管理されている。したがって、同一人物でも別冊であ

り、過年度のみの滞納者について管理しにくいと考えられる。 

   病院局によると、医事会計システムの改善で対応予定とのことであった。 

 イ．実査日（９月 17 日）現在の入院未収金のうち、記録に不備のあるものは、全

102 件、12,799,334 円であった。状況別内訳は下表のとおりである。なお、下

表の件数、金額については、決裁もなく接触もないもの等が重複している。 

ウ．決裁がないものが 77 件と最も多かったが、「事務処理要綱」第 3－8(4)で「入

院未収金整理簿は月に 1 回全件について事務局（次）長までの決裁を受ける。」

との規定に従っていない。債権管理の観点から、当該規定には従うべきである。 

   適正な事務処理をされたい。 

 

表Ⅳ-２ 実査日現在の入院未収金のうち記録に不備のあるもの 

  件数（件） 金額（円） 

記事がないもの 11  2,007,211  

記事が漏れているもの 2  80,678  

決裁がないもの 77  9,081,078  

申請書の印鑑漏れ 3  440,254  

３ヶ月以上接触のないもの 9  1,190,113  

計 102  12,799,334  

 

 エ．門司病院において、入院未収金の台帳を閲覧したところ、担当者ごとに台帳

名が異なっていた。客観的に見て同じ内容の台帳であることが認識できない可

能性があるので、事務処理要綱第 3-8 にあるとおり「入院未収金整理簿」に台

帳名を統一すべきである。 
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   また、督促状の発行事務について、入院未収金整理簿に「指定納入期限」と

「滞納金額」の記入がなく、また、割印がなされていなかった。事務処理要綱

第５-２の規定に従っていない。門司病院医事係によると、入院未収金整理簿に

督促状を発送する旨を記載し、指定納入期限と滞納金額等必要事項を記載した

督促状そのものを添付して、事務局長の決裁を受けているとのことであった。

しかし、台帳３冊全件について、督促状の写しは保管されておらず、また入院

未収金整理簿の記載からは、事後的客観的に「指定納入期限」と「滞納金額」

を確かめることができない。 

当該規定において「指定納入期限」等を入院未収金整理簿に記入し、割印し

て発送することとされている趣旨は、未収金管理を適正に行うためである。例

えば、「指定納入期限」を記入しておくことによって、他の担当者が督促の電話

をする場合に、指定納入期限前の電話を保留する等そのタイミングに注意を払

うことができると考えられる。門司病院における督促状発行事務では、必要事

項について適正に決裁を受けていると思われるが、その証跡が残されていない。

適正な未収金管理のために、当該規定に従うべきである。 

その他、分割納入申請書に日付や押印漏れが散見された。 

   適正な事務処理をされたい。 
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Ⅴ．材料費関連 

（１）概 要 

診療を行う上で薬品と診療材料を使用するために、各病院はこれらを管理する

必要がある。会計規程においても、たな卸資産として管理することになっている。 

薬品と診療材料にかかる費用は材料費として会計処理されている。材料費は（病

院特会）損益計算書の費用及び損失合計の 18.7%を占める。各病院にかかった材料

費の平成 13 年度と平成 14 年度の決算金額は次のとおりである。全国の公的病院

において材料費の事業費にかかる割合からして平均的な割合にあるといえる。し

かし、一般に、材料費は、経営改善において、最初の削減努力目標の対象とされ

ることが多く、「物品管理の一元化（SPD）」といった新たな計画的管理手法を導入

する等、費用節約や効率的な物流はできないかについて検討するものとされてい

る。 

このような場合、組織の内外を問わず意思決定に資する説明責任を果たすため

にも、適正な方法で管理をし、適正な基準に基づいて会計が行われなければなら

ない。 

 

表Ⅴ-１ 材料費の病院別決算額の２ヵ年比較         （単位：千円） 

 門司病院 医療ｾﾝﾀｰ 八幡病院 若松病院 合計 

平成13年度 175,585 2,960,421 1,419,666 438,463 5,157,609 

平成14年度 172,263 3,029,753 1,286,984 522,067 5,011,067 

 

   会計規程第 62 条において、薬品や診療材料はたな卸資産の対象となる物品とし

て規定され、所定の管理が求められている。一方、各病院では、薬剤科が薬品を、

放射線科がレントゲンフィルム（診療材料の一部）を、その他診療材料を病院事

務局（一部を委託）が管理することとしている。 

また、会計規程第 64 条において「経理企業出納員は、たな卸資産の出納および

保管に関する事務の総括をつかさどるものとする」とされている。 

   現状、出納に関していえば、薬品と診療材料とで管理が異なり、しかも、４病

院ともその記録の方法が異なっており、統一的でない。中でも、出納記録に関し

ては、発注、受入れ（納品検収）、払出しの各段階で必要となるものであるが、あ

るものとないものがある。 

 

（２）実施した監査手続 

   病院は市の事業のうち、取扱う物品の品目数が最も多い部局の一つである。そ

のため、当初、想定し得ない管理が必要となっている可能性もあり、会計規程が

現実に見合っているか、一度、見直す必要があるので、材料費で計上される薬品、

診療材料等たな卸資産と認識できるものを監査の対象とした。 

① 薬品及び診療材料について各病院の管理者に質問し、取扱いの概要を把握した。 

② 薬品及び診療材料の受払い及びたな卸等の取扱いに関する帳票を閲覧しながら、
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質問し、法令等に基づいて実施されているか合規性の観点から確かめた。 

③ 薬品及び診療材料の取扱いに関する帳票であるたな卸表、受払表、会計伝票等

を入手し、整合性を確かめた。 

 

（３）監査の結果 

① たな卸資産の受払管理 

ア．たな卸資産の受入れ 

会計規程第 71 条では、たな卸資産を受け入れた場合に、貯蔵品出納簿に記帳

することとなっているが、各病院ではこれを実施していない。ただし、薬品に

関しては、発注管理システム（KMS システム）上の出力帳票がある。しかし、

この発注管理システムの出力帳票は、発注消し込みを目的としたもので、薬剤

科において一時的に使用されるものである。また、事務局企業出納員の押印も

ないため、規定書類とはいえない。会計規程に則った適正な事務を図るか、合

理的な会計規程に改訂するかの措置が必要である。 

なお、発注データは経理課に伝送され電子媒体に５年間保存されることとし

ている。 

 

イ．たな卸資産の検収 

    たな卸資産の購入に際して、薬品については、薬剤科において薬品を購入す

る契約業者の納品書をもとに検品し、薬品注文書出力帳票と照合し消し込みを

行っている。ただし、会計規程第 69 条に求められるように、たな卸資産の購入

に際して、主管課長が検収報告書を作成し、これについて局長の決裁を受けて

いない。また、診療材料等についても同様に、必要とされる決裁を受けていな

い。 

    上記ア．と同様に、業務が会計規程に合っていない場合は規程自体の見直し

が必要である。 

    会計規程に則った適正な事務を図るか、合理的な会計規程に改訂するかの措

置が必要である。 

 

  ウ．たな卸資産の出庫 

たな卸資産を使用しようとする場合は、出庫伝票によって決裁を、事務局企

業出納員（事務局長・次長）に請求することになっている（会計規程第 73 条）

が、現状、各病院の業務には無理があり、行っていない。 

例えば、若松病院では、診療材料の払出しについては、カードによる請求に

基づいているので、これを委託業者が管理システムに読み込ませ記録している。

しかし、事務局企業出納員はこれらの結果をその都度、把握し、承認決裁して

いない。 

また、各病院で使用される伝票等は統一的でない。 

会計規程に則った適正な事務を図るか、合理的な会計規程に改訂するかの措

置が必要である。 
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エ．たな卸資産の受払記録 

「事務局企業出納員は、毎月末日現在で、たな卸資産の受払資産の受払に関

し、帳簿に基づいてたな卸資産受払報告書を作成し、翌月５日までに経理企業

出納員に送付しなければならない。」（会計規程第 77 条） 

病院局では、基本的な考えとして、たな卸資産は購入とともに払い出され開

封され使用されるため、貯蔵をしていないという前提があり、いわゆる直購入

品であり、たな卸資産はないという認識である。よって、会計規程で求められ

ている出納簿を作成していない。 

しかし、薬剤科に保管される薬品や放射線科に保管されるレントゲンフィル

ムは、年度末には決算で計上されるたな卸資産として捉えている。また、実際

には、ほとんどの薬品、診療材料については、納品されてから使用するまでの

一定時間は貯蔵保管されるため、事務局企業出納員はたな卸資産を適正に管理

しなければならない（会計規程第 63 条）とされている以上、たな卸資産として

認識し、出納簿を備える等の管理が必要である。 

薬品については、各病院とも薬剤科における発注事務はＫＭＳシステムを使

用して管理している。しかし、このシステムでは病棟に向けて薬剤科から出庫

される払出し量（額）及び薬剤科での在庫量（額）は捕捉されない。 

診療材料については、次のとおりである。 

レントゲンフィルムは、各病院とも所管する科の専用のコンピュータにおい

て日々、受払の管理をしている。 

レントゲンフィルム以外の診療材料は、病院事務局で発注、納品・検収事務

を行っているが、注文したものの網羅性を確かめる発注残の消し込みや納品後、

一時的に保管される診療材料倉庫から病棟等への払出しにかかる記録は限定的

であり、受払管理がなされているとはいえない。 

なお、物流管理システムを導入している医療センターや若松病院では、発注

残の消し込みが行われている。 

現状、注文の方法やその記録も統一的な取扱いはなく、病院によって方法や

記録が異なる。薬品、診療材料の発注と検収において、専用様式の管理帳票と

整備状況が各病院でまちまちである。倉庫から病棟といった部署間の受渡しに

おいて、責任の所在と解除の状況があいまいである。例えば、定数より注文し

過ぎ、無駄になってしまった場合のフォローができない状況にある。 

また、支払のための検品で使用した納品書と後日送付される請求書との照合

は行っているが、注文数量の妥当性や払出し数量の妥当性を確かめる書類がな

く、事後的にも確かめる手段がない。 

会計規程上、たな卸資産を適正に管理するための要件が明確ではないが資産

の保全と毀損の予防のためには、購入、払出し及び現在在庫の数量の把握は不

可欠である。 

ただし、すべての消耗品の管理を同等に厳格に管理するのは、費用対効果の

面から意義をなさないので、管理のあり方を見直すと同時に、現実的な会計規
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程の改訂整備が必要である。 

 

② たな卸資産管理の委託（診療材料のみ） 

医療センター及び若松病院については、診療材料の管理を業者に委託している。

業者からの業務報告書の提出を受けるとともに、少なくとも、定期的に監督又は

管理状況の報告を受けなければならない。現状、実績の結果として契約書におい

て要求されている、業務計画書、業務報告書等の委託業者からの文書はない。委

託している場合も同様に管理責任がある。 

若松病院において確かめたところ、委託契約書（平成 15 年５月１日）の業務仕

様書別紙では在庫管理業務が盛られているが、会計規程で求められている業務と

整合性が図られていない。 

委託している診療材料の管理及び病院事務局による委託内容の遂行確認のため

には、出納簿又は受払報告書の作成が必要である。若松病院は委託開始から期間

を経過していないため実現していない。年度中には月次での頻度による帳簿記帳

を目指しているとのことである。 

 

③ たな卸資産のたな卸 

ア．たな卸の実施とその範囲 

たな卸資産（薬品、診療材料等）は会計規程第 79 条等においてたな卸を実施

することが求められている。 

一方、各病院では、たな卸資産のうち、たな卸の対象となっているのは薬剤

科に保管される薬品と放射線科に保管されるレントゲンフィルムのみとなって

いる。従来、病院局がたな卸の対象をこの二つに指定している。これは、対象

としていない他の多くの診療材料や病棟に保管される薬品について、開封済み

であり貯蔵していないとの理由からであり、根拠となる規定はない。また、仮

に実施した場合でも、診療のための頻繁な受払を止めて、たな卸を実施するの

は業務に支障を来たす、数量の規模が大きいとの理由等から困難であるとのこ

とである。 

しかし、八幡病院等において実際の保管状況を視察したところ、相当の在庫

があり（管理されていないので金額規模には言及できないが）、前述したたな卸

資産管理の意義からすれば、各病院は困難な状況であるから、むしろ、把握で

きるデータを備え、内部統制を整備する必要がある。例えば、ある職員が高額

の診療材料を継続的に外部に流用したとしても、それを防止する統制機能はこ

の会計規程及び病院内の事務にはない。同時に、不正流用がないという心証を

得るような裏づけもない。 

よって、受払の記録とともにたな卸によって在庫を把握する必要はある。 

現状、病院事務局職員が少人数でたな卸の対応をしている。本来は全病院と

して病棟も対象に加える必要があり、看護師の協力が是非とも不可欠である。 

また、全材料をたな卸の対象とするのは現実的でないこともあり、単価の大

小に応じて在庫管理の方法を変える ABC 管理を参考にして、例えば、カテーテ
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ルといった高額材料で在庫保管されるものを対象に加えるという方法も考えら

れる。 

さらに、たな卸を実施することによる、診療への支障が少ない方法も複数あ

るため、たな卸資産の受払記録と実地たな卸を合せて実施できるよう検討され

たい。 

 

イ．たな卸結果 

たな卸の結果を金額換算し、会計処理上、貯蔵品残高を材料費から繰戻して

調整するので、会計帳簿残高とたな卸結果の残高とは、必ず一致することにな

る。この場合、たな卸資産残高としては、実態に即した決算結果が算出される。

しかし、この方法によっては、正当な理由以外によって減耗したことについて

は捕捉できない。本来は、統制上、帳簿残高と実地たな卸残高に差異がある場

合、これを毎期、記録し、異常の有無を分析する必要がある。会計規程第 81 条

第２項では、「実地たな卸の結果、帳簿残高が現品と一致しないときは、（略）

その原因及び現状を調査し、（略）報告しなければならない。」とされている。

日常的に受払を記録した帳簿による数量管理とすべてを対象としたたな卸によ

る一定時点での数量把握の両方があって初めてこの規程の事務が行われる。 

 

④ 期限到来及び切迫品 

ア．期限到来品 

各病院では、期限が到来した薬品及び診療材料の処分はその都度、行なわれ

ている。しかしながら、会計規程第 76 条によると、不要品の処分では局長の決

裁を受ける旨の規定がなされているが、特段の決裁を行っておらず、責任の所

在が不明である。 

門司病院において、平成 15 年９月末のたな卸の際に、期限到来となった薬品

の調査をするよう依頼したところ、67 品目、533 千円あった。 

このうち、平成 15 年３月（平成 14 年度末）より以前に期限が到来している

ものも、６品目、72 千円あることから推測すると、年度ごとに網羅的に期限到

来品のたな卸がなされているとはいえない。 

病院運営上、緊急用で一定数の備置も不可欠で、多数の薬品、診療材料を扱

う面もあることから、期限到来が生じてしまうのは、止むを得ない部分もある

が、期限到来によって資産を無駄に使用価値のないものにしてしまうことは、

会計規程第 63 条にいう「適正な管理」をしているとはいえない面もある。 

 

イ．期限切迫品 

八幡病院で診療材料について質問したところ、使用期限についての管理は特

段、行っていない。そのため、病棟においては、到来後、病院事務局に返却す

るケースもまれにあり、廃棄を行っている。廃棄処分されることは、結果的に
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使用されないため、無駄となってしまうので、上記アと同様の趣旨から、使用

期限が到来する前の予防を、適切に管理されたい。 
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Ⅵ．委託費関連 

１．委託契約業務 

（１）概 要 

   市立４病院の委託契約の大部分は、市立病院を統括する病院局が集中して契約

を行っている。 

主要な業務委託として平成 14 年度は食事提供業務、医療事務等 66 業務を委託

しており、その金額は総額 1,817,425 千円となっている。 

このうち、委託金額の大きな業務は次のとおりである。 

この上位 10 委託業務の合計金額は 1,486,071 千円であり、病院局の総委託契約

金額の 81.8%を占めている。 

 

表Ⅵ-１ 市立病院委託業務金額（上位 10 業務）      (単位：千円) 

委託業務名 金 額 備 考 

１．食事提供業務 541,437  

２．医療事務 311,724  

３．清掃及び雑役 188,158  

４．物品管理業務 123,517  

５．電気機械設備等運転管理 82,810  

６．汚物洗濯及び消毒材料運搬 75,600  

７．警備及び駐車場管理 56,519  

８．CT スキャナー保守 37,910  

９．寝具及び病衣交換 34,776 （注）１．参照 

10．院内保育所運営 33,620  

計 1,486,071  

（注）１．「９．寝具及び病衣交換業務」は、平成 15 年度から看護補助者制度を導入することにより業

務委託を廃止している。 

   ２．金額欄は、平成 14 年度決算額である。 

 

（２）実施した監査手続 

病院の委託業務に関しては、次の監査手順で実施した。 

   会計年度は、原則として平成 14 年度とし、必要に応じて平成 15 年度及び平成

13 年度に係る事項も関連して調査した。 

 ① 病院局が平成 14 年度及び平成 15 年度に契約した全ての契約の一覧表の策定を

求めるとともに全体の概要を把握した。 

② 各委託契約書に基づき、委託業務の名称、委託料、契約期間、契約履行場所、

委託者名、受託者名、連帯保証人及び契約条項等によりその内容等を確認した。 

③ 委託業務の履行状況等について、各病院等を訪問し履行状況等を現認するとと

もに施設管理業務日誌、病院作業日誌、工事完了報告書等の関係書類等により確

認した。 

④ 委託業務に係る支出決議書、支出予算整理簿、支出命令書、請求書、領収書等
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の関係書類の整合性を検証した。 

⑤ 関係する事項について、市委託業務要綱等法令に基づき事務処理がなされてい

るか、担当職員に質問する等により確かめた。 

 

（３）監査の結果 

   任意に抽出し確かめた範囲では、関連書類間の不整合はなく、所定の法令等に

準拠していた。 
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２．食事提供業務委託 

（１）概 要 

食事提供業務は、入院患者の食事の材料費も含めて委託しているため、病院局

の委託業務の中で最も委託金額が多額となっている。 

病院局は、食事提供業務を長期間随意契約により業務委託していた。平成 14 年

度の定期監査の結果報告書においては、随意契約とする特命理由に合理性、具体

性が認められない業務として指摘されていないにもかかわらず、平成 15 年度から

競争入札制に移行した。 

食事提供業務を随意契約から競争入札による契約に移行したことは高く評価さ

れる。 

 

（２）実施した監査手続 

 ① 食事提供業務の一部委託契約書及び業務分担書、負担区分書、食材費の分類と

その単価、有資格者基準等の関係規程等の内容を確認した。 

 ② 決算書等を確認した。 

 ③ 各病院を訪れ、施設等の現況を現認した。 

 ④ 関係職員に対して質問を行った。 

 

（３）監査の結果 

各病院において、抽出サンプルした月の委託契約書、見積書、作業日報等、請

求書、支出命令書、領収書等とそれぞれ履行内容及びその金額と合計について突

合を行ったところ一致していた。 

その他、特に指摘すべき事項はない。 
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３．保育所業務委託等 

（１）概 要 

市立病院のうち、医療センター及び八幡病院では、病院に勤務する看護師等の

確保及び定着化を図るため院内保育所を設置し、病院に勤務する職員、嘱託、パ

ート（以下、「病院職員等」という。）の保護乳幼児の保育を行っている。院内保

育所の運営は、病院事務局長等から構成される「院内保育所運営委員会」を設置

して、同委員会に業務委託を行っている。 

他の２病院（門司病院、若松病院）の院内保育所については、平成 15 年３月末

に廃止している。 

 

（２）実施した監査手続 

 ① 院内保育所運営業務委託契約書、各院内保育所運営要綱、各院内保育所保育料

一覧表等の関係規程等を確認した。 

 ② 運営について、保育乳幼児数の現況、各院内保育所歳入歳出決算書等を確認し

た。 

 ③ 各院内保育所を訪れ、施設等の現況を現認した。 

 ④ 関係職員に対して質問を行った。 

 

（３）監査の結果 

院内保育所運営委託契約書、院内保育所利用児童数調、保育士等給与明細、各

院内保育所歳入歳出決算書等と保育履行内容及びその金額と合計について突合を

行ったところ一致していた。 

 特に指摘すべき事項はない。 
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４．システム保守業務の委託 

（１）概 要 

医事会計やカルテ管理等のシステムは一度導入するとその保守業務は、施工業

者に対する特命随意契約として行っている。 

病院局は、医療機器及び医事会計システムは導入時においては、競争入札に基

づいて契約ないしはコンペ方式に基づいて随意契約を行っているが、導入後の医

療機器及び医事会計システムの保守業務は導入した業者への特命随意契約で行っ

ている。 

医療機器の保守業務については、年間保守契約書に基づき年１～４回、機器の

定期点検を実施している。また、定期点検の検収については、委託先業者が保守、

修繕したのちに病院へ修繕書を提出し、病院の技術職員が確認、検収して、会計

支払いを行っている。 

 

（２）実施した監査手続 

 ① ANS カルテ管理システム保守業務委託、医事会計システム運用業務委託、自動再

来受付機保守業務委託等システム関係等の契約の内容を確認した。 

 ② 各病院を訪れ、システム、機器等の現況を現認した。 

 ③ 業務について、保守サービス報告書、作業報告書、定期点検報告書等の書類の

確認を行った。 

④ 関係職員に対して質問を行った。 

 

（３）監査の結果 

医事会計システム運用委託契約書等とサンプル月の見積書、作業日報等、保守

サービス報告書、作業報告書、定期点検報告書等、請求書、支出命令書、領収書

等とその金額及び合計金額について突合を行ったところ一致していた。 
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５．委託業務の検収・確認 

（１）概 要 

委託業務の多くは、各病院で業者が履行するため、検収・確認は各病院が実施

し、履行確認の後に支払いが行われる。 

 

（２）実施した監査手続 

① 病院会計規程等の関係規程類の内容を確認した。 

② 各委託契約書に基づき、委託業務の名称、委託料、契約期間、契約履行場所、

委託者名、受託者名、連帯保証人及び契約条項等により内容等を確認した。 

③ 委託業務の履行状況等について、各病院等を訪問し履行状況等を現認及び施設

管理業務日誌、病院作業日誌、工事完了報告書等の関係書類等により確認した。 

④ 委託業務に係る支出決議書、支出予算整理簿、支出命令書、請求書、領収書等

の関係書類を検証した。 

⑤ 関係する事項について担当職員に質問を行った。 

  

（３）監査の結果 

各病院で調査したサンプル月の委託業務について、各関連帳票の金額の整合性

は確かめられた。そのほか、特に指摘すべき事項はない。 
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Ⅶ．人件費関連 

下表は、病院局における、直近３年間の人件費の推移である。参考までに４病院の

中で最も人件費総額の多い医療センターにおける同期間の推移も示している。 

病院局全体の医業費用合計はここ３年間は戸畑病院の費用を除くと 200 億円～250

億円の間で増加傾向にある。医業費用の内、人件費の占める割合は全体でおおよそ 58%

である。看護師等の年齢構成の違いもあるが、14 年度において若松、八幡病院は 60%

を超える水準である。医療センターは、市における高度医療サービスの充実を図るた

め、人員増による人件費の増加がみられる。 

手当の種類は次ページのとおりである。 

 

表Ⅶ-１ 病院局 給与費推移 

      （単位：千円）

  医療センター 病院局合計 

  12 年度 13 年度 14 年度 12 年度 13 年度 14 年度 

給料 1,742,342 1,997,420 2,105,844 4,785,967 4,971,925 5,060,947 

手当 1,614,374 1,852,423 1,907,861 4,407,272 4,567,585 4,521,325 

（時間外手当） 162,094 194,342 201,582 467,380 476,520 489,962 

（期末勤勉手当） 793,506 895,995 896,960 2,169,931 2,230,840 2,142,811 

（その他手当） 658,774 762,086 809,319 1,769,961 1,860,225 1,888,552 

報酬 529,894 562,180 554,790 1,176,277 1,205,758 1,201,768 

賃金 199,480 253,108 266,527 443,420 508,499 527,581 

退職給与金 170,641 290,249 414,752 561,268 977,894 973,052 

法定福利費 645,080 718,920 754,503 1,720,171 1,754,825 1,767,566 

給与費計 4,901,811 5,674,299 6,004,277 13,094,375 13,986,487 14,052,239 

       

医業費用合計 9,365,434 10,886,870 11,457,983 21,989,342 23,688,747 24,200,755 

      
医業費用に占める 

給与費割合 52.3% 52.1% 52.4% 59.5% 59.0% 58.1% 

       

稼働病床数 516 636 636 1294 1401 1401 

       

１病床当り給与費 9,500 8,922 9,441 10,119 9,983 10,030 

       

（注）12、13 年度からは戸畑病院を除いている。 

 



  - 44 - 

 

表Ⅶ-２ 手当の種類 

 手当の種類 摘   要 

 時間外勤務手当  

 単身赴任手当  

 調整手当 国の調整手当に準じた手当 

 扶養手当  

 住居手当  

 通勤手当  

 特殊勤務手当 危険作業等に対して支払われる手当、８つの種類がある 

 休日勤務手当  

 期末勤勉手当  

 宿日直手当  

 夜間勤務手当  

 管理職手当  

 管理職員特別勤務手当 臨時・緊急の必要等から、週休日又は休日勤務に対して支払われる手当 

 児童手当  

 

（２）実施した監査手続 

① 手当の支給額の検討 

平成 15 年５月をサンプルとして抽出し、医療センターの時間外勤務手当、宿日

直手当、住居手当、特殊勤務手当等について、時間外勤務等命令書、宿日直勤務

命令書及び特殊勤務実績簿等の証憑と突合した。 

また、同サンプルが各基準、規程、条例等に基づいて正確に計上されているこ

とを確かめた。 

② 試算表と補助簿との整合性検討 

平成 15 年５月をサンプルとして抽出し、医療センターの給与支給明細表（例月）

と試算表を突合した。 

③ 定員の管理について 

 平成 14 年度の給与費に基づき、実職員数と定員数の比較を行った。 
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（３）監査の結果 

① 手当の支給額の検討 

サンプルは各基準、規程、条例等に基づいて正確に計上されていた。 

② 試算表と補助簿との整合性検討 

  給与支給明細表（例月）と試算表は一致していた。 

③ 定員の管理について 

 実職員数と定員数との比較において、法令違反等は特に認められなかった。 

 

   その他、指摘すべき事項はない。 
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Ⅷ．繰入金関連 

（１）概 要 

  地方公営企業は独立採算による経営が基本であるが、地方公営企業法第 17 条の

２に基づき、地方公営企業の経費の一部を地方公共団体の一般会計等から負担す

るものとし、また、同法第 17 条の３に基づいて一般会計等から補助できるとされ

ている。負担あるいは補助の根拠としては次の①～③の３通りである。 

表Ⅷ-１ 地方公営企業法 
①第 17 条の２ 第１項 

 第１号（負担） 

その性質上当該地方公営企業の経営に伴う収入をもって充てることが適当で

ない経費 

②第 17 条の２ 第１項 

 第２号（負担） 

当該地方公営企業の性質上能率的な経営を行ってもなおその経営に伴う収入

のみをもって充てることが客観的に困難であると認められる経費 

③第 17 条の３（補助） 地方公共団体は、災害の復旧その他特別の理由により必要がある場合には、一

般会計又は他の特別会計から地方公営企業の特別会計に補助をすることがで

きる。 

 

表Ⅷ-２ 平成 14 年度一般会計繰入金                 （単位：千円） 

 合 計 
医療 

センター 
門司病院 若松病院 八幡病院 看護学校 本庁 

根拠 

条文 

収益的収入  3,503,552 1,116,321 370,177 57,788 1,568,208 180,216 210,842  

 医業収益 1,478,945 161,658 0 0 1,317,287 0 0  

  他会計負担金 1,478,945 161,658 0 0 1,317,287 0 0  

   救急医療確保経費 1,317,287 0 0 0 1,317,287 0 0 ① 

   感染症病棟経費 161,658 161,658 0 0 0 0 0 ① 

 医業外収益 2,024,607 954,663 370,177 57,788 250,921 180,216 210,842  

  他会計負担金 1,675,335 893,570 353,921 38,288 208,843 179,050 1,663  

   企業債利息 734,309 464,522 63,114 38,288 166,722 0 1,663 ② 

   看護師養成費 179,050 0 0 0 0 179,050 0 ① 

   結核病棟運営経費 289,127 0 289,127 0 0 0 0 ② 

   高度医療経費 299,185 257,064 0 0 42,121 0 0 ② 

   ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医療経費 3,643 1,963 1,680 0 0 0 0 ② 

   周産期医療経費 170,021 170,021 0 0 0 0 0 ② 

  他会計補助金 349,272 61,093 16,256 19,500 42,078 1,166 209,179  

   本局設置経費 204,025 0 0 0 0 0 204,025 ③ 

   医師等研究研修費 16,494 8,135 1,645 2,240 2,976 0 1,497 ③ 

   基礎年金拠出金 124,653 51,383 14,346 16,735 37,712 1,166 3,312 ③ 

   児童手当負担経費 4,100 1,575 265 525 1,390 0 345 ③ 

資本的収入 970,503 442,914 74,494 112,402 307,749 0 32,943  

  出資金 957,903 442,914 61,894 112,402 307,749 0 32,943  

   企業債償還金 864,239 421,246 45,006 87,600 277,443 0 32,943 ② 

   一般改良工事費 50,000 19,136 3,992 0 26,872 0 0 ② 

   医療器械購入費 43,664 2,532 12,896 24,802 3,434 0 0 ② 

  負担金 12,600 0 12,600 0 0 0 0  

   結核病棟運営経費 12,600 0 12,600 0 0 0 0 ② 

  合 計 4,474,055 1,559,236 444,671 170,190 1,875,957 180,216 243,785  

  （注）根拠条文欄の①～③は前述の地方公営企業法の表中の①～③に対応 
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  平成 14 年度、病院事業会計に対する一般会計からの繰入金の総額は 44 億 7,405

万円である。収益的収入と資本的収入に大別され、８割弱（78.3%）は収益的収入

の繰入金である（35 億 355 万円）。収益的収入を病院別でみると、八幡病院（15

億 6,820 万円）と医療センター（11 億 1,632 万円）に対する繰入金額が大きく、

この２病院で収益的収入の繰入金額の 76.6%を占めている。 

  なお、収益的収入に対する他会計繰入金の比率（繰入率）について、全国の自

治体病院（平成 13 年度）と比較すると、次表のようになる。年度が一致していな

いため正確ではないが、市の病院事業の繰入率は 13.6%であり、全国平均を若干上

回る一方、政令指定都市の平均よりは低くなっている。１床当たりの繰入金につ

いても同様の傾向である。 

 

表Ⅷ-３ 繰入率の比較                      （単位：百万円） 

平成 14 年度北九州市病院事業 全国自治体病院合計 指定都市 

  
医療 
ｾﾝﾀｰ 

門司 
病院 

若松 
病院 

八幡 
病院 

看護 
学校 

本庁 合計 11 年度 12 年度 13 年度 13 年度 

収益的収入 12,462 1,597 2,530 7,534 200 1,505 25,828 4,141,246 4,203,952 4,241,153 291,907

うち他会計繰入金 1,116 370 58 1,568 180 211 3,504 575,802 568,058 562,658 53,985

   負担金 1,055 354 38 1,526 179 2 3,154 482,250 476,211 475,131 45,806

   補助金 61 16 19 42 1 209 349 85,264 84,060 81,662 7,342

   特別利益 0 0 0 0 0 0 0 8,288 7,786 5,865 837

稼働病床数（床） 636 155 210 400 0 0 1,401 － － － － 

収益的収入に対す

る繰入金比率 9.0% 23.2% 2.3% 20.8% 90.3% 14.0% 13.6% 13.9% 13.5% 13.3% 18.5%

1 床当たり繰入金 

(千円) 1,755 2,388 275 3,921 － － 2,501 2,456 2,395 2,360 3,877

（資料）北九州市決算資料及び「平成 13 年度地方公営企業決算の概況」（総務省自治財政局）より作成 

 

（２）実施した監査手続  

① 市の「病院事業に対する一般会計の繰出基準」の資料を査閲するとともに、そ

の内容について説明を受け、地方公営企業法及び国の基準（総務省自治財政局長

通知）との整合性を検証した。 

② 平成 14 年度一般会計繰入金の算定に係る根拠資料の一部を査閲し、繰出基準へ

の準拠性を検証した。 

③ 一般会計繰入金の算定に係る根拠資料の一部を査閲し、繰入金の算定根拠の妥

当性や算定の正確性等について確認した。 

 

（３）監査の結果 

次の点については、改善を要する。 

① 繰入金算定上のダブルカウント 

原則として、繰入金算定の対象となる経費等は明確に特定され、かつ特定の経

費を複数の繰入金の算定で重複して用いるべきではない。 

平成 14 年度の繰入金算定根拠資料から次のようなダブルカウントが見られた。 
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八幡病院の MRI 保守業務委託費が、救急医療確保経費の繰入金算定と、高度医

療の繰入金算定の両方においてカウントされており、救急医療確保経費の 851 千

円だけ、余分に繰入金が算定されたことになる。 

また、基礎年金拠出金の公的負担の経費については全額繰入金として算定され

ているが、他の繰入金でも基礎年金拠出金が算定基礎の経費に含まれている。救

急医療確保経費等のように繰入金算定の最後に基礎年金拠出金分が控除されてい

る場合もあるが、感染症病棟経費等のように控除されていない繰入金もあり、そ

の分（病院局の試算によると 24,602 千円）だけ繰入金が膨らんでいることになる。 

重複を取り除くため、算定方法を見直すことが必要である。 

 

表Ⅷ-４ 繰入金算定上のダブルカウント実例 

経費等 繰入金ごとの算定状況 

MRI 保守業務委託費 

（八幡病院） 

救急医療確保経費 

・救命救急センターＭＲＩ保守委託

費（按分後）     249 千円 

・第２夜間・休日急患センターＭＲ

Ｉ保守業務委託費（按分後） 

602 千円 

高度医療経費 

・八幡病院ＭＲＩ保守委託料 4,200 千円 

基礎年金拠出金 基礎年金拠出金負担金 

（病院事業会計全体） 

124,653 千円 

・感染症病棟経費（基礎年金拠出金分を

算定から控除せず） 

・結核病棟運営経費（同上） 

・高度医療経費（同上） 

・リハビリテーション医療経費（同上） 

・周産期医療経費（同上） 

※救急医療確保経費、看護師養成費、本

局設置経費は基礎年金拠出金分を算定

から控除 

（資料）繰入金算定根拠資料より作成 

 

② 繰入金算定の正確性 

監査を行った範囲内において、平成 14 年度の繰入金の算定で次表のような入

力・計算ミスが見つかっている。正しく計算すると収益的収入の繰入金額の合計

は 3,496,605 千円となる。決算額より 6,946 千円ほど小さく、それだけ余分に繰

入金を受け入れたことになる。 

平成 13 年度の同じ算定個所についてはいずれも正しく計算されており、担当職

員の交代時に引継ぎがうまくいっていないこと等が原因であるとの説明を受けた。

ただし、もともとデータや算定式の量が多いため、引き継ぎの徹底のみでは同様

の計算ミスが発生する可能性を否定できない。現在、計算シート上で入力や計算

に関する解説が付されているが、別途、繰入金算定業務に関するマニュアルの作

成や計算過程のチェック機能の導入等を含めて、入力・計算業務の改善について

検討する必要がある。入力・計算の単純なミスが繰入金の金額の間違いに直結す

るだけに、慎重な事務処理が求められる。 
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表Ⅷ-５ 繰入金算定上の入力・計算ミスの実例 

繰入金 算定基礎科目 計算ミスの内容 

救急医療確保経費・救

命救急センター運営

経費（八幡病院） 

・委託料・被服洗濯業務 

・厚生福利費 

・職員被服費 

・消耗品費 

・消耗備品費 

・諸会費 

・決算額×救急職員数／職員総数という算定式

の中の職員総数を 361 名とすべきところを、

362 名で計算している。 

 

 

同上 ・旅費交通費 

・雑費 

・決算額×救急医師数／医師総数という算定式

の中の医師総数を 69 名とすべきところを、

74 名で計算している。 

同上 ・委託料・産業廃棄物処

理業務 

・委託料・産業廃棄物収

集運搬業務 

・入院決算額×救急患者数／入院患者数という

算定式の中で、入院決算額で計算すべきとこ

ろ、入院と外来を合計した決算額で計算して

いる。 

救急医療確保経費・第

２夜間休日急患セン

ター（八幡病院） 

 

・委託料・産業廃棄物処

理業務 

・委託料・産業廃棄物収

集運搬業務 

・外来決算額×急患患者数／外来患者数という

算定式の中で、外来決算額で計算すべきとこ

ろ、入院と外来を合計した決算額で計算して

いる。 

救急医療確保経費・救

命救急センター運営

経費（八幡病院） 

・委託料・医事会計シス

テムハード保守 

・入院決算額×救急患者数／入院患者数で計算

すべきところ、決算額×救急面積／（全体面

積－機械室面積）で計算している。 

救急医療確保経費・第

２夜間休日急患セン

ター（八幡病院） 

・その他医業外収益 ・公舎入居料×医師数×12 月という算定式の中

で、公舎入居料を 33,500 円で計算すべきと

ころ、33.5 円で計算している。 

結核病棟運営経費 

（門司病院） 

・委託料 ・委託料の合計金額を 107,127,661 円とすべき

ところ、106,443,892 円と計算している。 

（資料）繰入金算定根拠資料より作成 



  - 50 - 

第４．利害関係 

 包括外部監査の対象とした事件につき、私は地方自治法第 252 条の 29 の規定により

記載すべき利害関係はない。 

 

以 上 
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- 1 - 

第１．意見書について 

監査実施時に、経済性、効率性及び有効性の観点から組織又はその運営の合理化に資

するために必要と認めた事項につき、地方自治法第252 条の38 第２項に基づき意見と

して述べている。 

監査の結果とともに、この意見についても参考とされ、今後の病院事業に関して、よ

り一層改善を望むものである。 
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第２．病院事業についての意見 

Ⅰ．病院運営関連 

１．病院の組織 

（１）病院局全体 

 ① 概 要 

各病院では、幹部会、運営協議会等の委員会を設置し、病院の運営に当たってい

る。これらの委員会組織における運営について、自主性が尊重されているところで

ある。一部では、委員会の運営に関し、北九州市病院薬事委員会運営方針等の病院

局長通知を行って、統一的な規定を有している面もあるが、多くは各病院において

構成される委員会等会議体の種類、役割、構成者等は異なっている。 

例えば、医療安全管理委員会について四つの病院における委員の構成を比較して

みると、次の表のとおり、異なっている。異なる状況について管理指針等の規定に

よれば、八幡病院を一例とすると、当該病院は医療安全管理の責任的立場にある者

による協議を想定しているため、他の病院よりも構成人数が少ないものと推測でき

る。 

なお、開催頻度は月に１回と同一である。 

 

表Ⅰ-１ 

病 院 委員の構成 

医療ｾﾝﾀｰ 院長、総括副院長、副院長、看護部長、事務局長、

事務局次長 

八幡病院 院長、副院長、医局長、看護部長、薬剤部長、放射

線科総技師長、臨床検査科総技師長、事務局次長 

若松病院 院長、副院長、診療科部長（一部副部長）、放射線科

部長、放射線科技師長、麻酔科部長、薬剤科部長、

臨床検査科技師長、理学療法士、総看護師長、副総

看護師長、中央材料部看護師長、手術部看護師長、

病棟看護師長、事務局長、事務局係長、栄養士 

門司病院 副院長、薬剤部長、医師若干名、看護師若干名、事

務局長、事務局医事係長 
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 ② 意 見 

市立４病院は、市病院事業の設置等に関する条例に基づいて設置、運営がなさ

れている。また、病院の運営には意思決定を要し、組織を構成しながら、合議を

含む意思決定事項の分担者が規定されているが、各病院とも、地方公営企業法（以

下「地公企法」という。）や市病院局事務分掌規程等の同一の規定に基づいている。 

さらに、近年の医療事故に見られるように今後、病院運営において避けること

のできない多様な課題に対処していかなくてはならない。病院の運営に特有のリ

スクを漏れなく予測し未然に防ぐ意味でも、組織的なリスクマネジメントが必要

である。 

そのためには、病院の規模や特徴を勘案しながらも、できるだけ統一的な規定

によって、構成される委員会等会議体の種類、役割、構成者等をルール化し、同

じ水準での体制整備をすることが望ましい。 

 

（２）若松病院 

 ① 幹部会等委員会組織 

院内幹部会規則は制定されていないが、事務局長の説明によれば、来春、財団法

人日本医療機能評価機構の「病院機能評価」を受けることを検討しており、その準

備として、病院全体の管理体制の整備のため、近く病院内のすべての規程の整備を

進めていくとのことであった。他の未整備の規程も含めて整備することが望まれ

る｡ 

 

 ② 経営改善委員会 

経営改善委員会での議事の記録がなされていない。そもそも同委員会の規約がな

いため、議事録の作成が求められているものではないが、委員が出席できない場合、

情報の共有化等の面からも議事録の作成が望ましい。 

 

③ 医療安全管理委員会 

医療安全管理委員会の議題はほとんど各科からのインシデント報告であり、委

員会にインシデント報告書が提出されるため、委員会の議事録は改めて作成して

いない。しかしながら、現在のところ規約上は議事録作成を求めていないが、ど

のような議事があったか事後的に確かめる上で、議事録を作成することが望まし

い。今後は病院機能評価を受けるためにも整備していきたいとのことである｡ 

なお、インシデントについては、年度末に部門報告内容ごとに件数を集計して

まとめているが、単に件数報告的なものであり、今後の医療ミスを防止するのに

役立つような形でまとめられることが望ましい｡ 
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２．患者ニーズの把握 
（１）概 要 

   現在、各病院において、患者からの意見や要望を把握する方法としては、患者と

直に接する医療、看護、事務手続等の現場から上がってくるもののほかに、電話や

投書、電子メール等、一般的な手段が用いられている。その中で、サービスの向上

や経営改善を目的として、組織的に取組まれているものとしては、投書箱・意見箱

の設置がある。名称や処理手順等は各病院で異なるが、いずれも投書箱等に投函さ

れた患者からの意見を定期的に集約し、幹部に報告するとともに意見への対応を行

っているものである。特に、医療センターでは設置数も多く、意見への対応を院外

ニュースで不特定の患者にフィードバックする等、充実している。 

 

表Ⅰ-２ 各病院における投書箱等の概要 
 医療センター 門司病院 若松病院 八幡病院 

名 称 投書箱「声」 あなたの「声」 意見箱 意見箱 

設置場所 外来ホール（1階）、時間外待

合、各階デイルームに合計10

ヵ所 

外来受付機横カウン

ター 

１階受付カウンター １階医療相談室の横 

回収頻度 毎週１回（月曜日） 毎週１回（月曜日） 毎月２回 毎月１回 

処理手順

の概要 

1)処理票にまとめ、該当各科

に検討依頼 
2)各科は事務局に処理報告

又は処理計画提出 
3)その一部を週１回開催の

幹部会で報告、検討 
4)検討結果に基づき処理（電

話連絡等） 

1)毎週月曜日の幹部

会で開錠、読み上げ 
2)関係各科で対応 

3)翌週幹部会で処理
状況報告 

1)月２回の幹部会で

報告、及び対応方法
の協議 

2)関係部署に周知徹
底させるとともに

要望者に電話で回
答 

1)毎月１回集約して

正副院長へ報告 
2)関係各科と対応策

を協議 

備 考 ・院外ニュース（チラシ及び

ホームページ上）でも「声」
とそれへの対応を紹介 

・一時期設置を中断し

ていたが平成15年4
月に再開 

－ － 

    （資料）病院局資料及びヒアリング調査結果より作成 

 

（２）意 見 

   病院にとっての顧客は患者であり、患者の満足度や評価が病院の売上げ及び経営

自体に直結するといっても過言ではない。特に患者にとっては医療サービスの質だ

けでなく、施設環境や接客態度に至るまで多様な要因が評価対象となり、その評価

結果が市場に与える影響（口コミ等を通じた評価の浸透）も大きいため、今まで以

上に患者のニーズの把握に努めることが必要である 

   例えば、投書箱等の仕組みをもう少し工夫する余地がある。各病院の自主性を阻

害しない程度に、病院局として統一的な仕組みに改善するとともに、その状況を病

院局で取りまとめて病院間で意見や対応の情報を共有化することが考えられる。そ

れが各病院の競争意識の喚起やサービス改善の促進につながると思われる。また、

４病院を管理する立場の病院局としても、各病院のサービスや経営の改善、あるい
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は今後の病院のあり方等を検討する材料であり、データベース化し、適宜分析する

ことが有効である。さらに、必要に応じて、患者満足度調査を４病院共通で実施す

る等、患者ニーズの多様な把握方法についても組み合わせていくことを提案する。 
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Ⅱ．固定資産関連 

１．リース資産の会計処理 

（１）概 要 

平成14 年度において、リース契約が八幡病院で１件ある。 

地公企法上、リースに関する規定はなく、病院局では従来から契約に基づく、毎

月のリース料を計上しているのみである。 

 

（２）意 見 

病院局では契約時に契約書とともに覚書を作成しており、それには契約期間が明

記され、例外を除いて実質的に５年間の契約となっている。また、リース期間終了

後無償で譲り受ける旨の記載がある。上述のとおり地公企法上、リースに関する規

定がないため、病院局の処理は法令等に照らして、反するものではない。 

しかし、企業会計で一般に適用されるリース会計基準の観点からは、病院局のリ

ース契約は、所有権が借主に移転すると認められるファイナンス・リース取引（※

１）に該当するため、実質は割賦で購入したものと見做され、通常の売買取引と同

様、リース料総額から利息相当額を控除した金額を資産計上し、リース期間にわた

って毎期減価償却する方法もある。この会計処理は、病院会計準則の見直し案にも

明記されている（平成 15 年４月厚生労働特別研究事業「病院会計準則及び医療法

人会計基準の必要性に関する研究」）。 

また、過去の同様の契約について、期間満了後の固定資産（栄養管理システム：

リース料総額 20,700 千円）の取扱いを寄付と見做す処理している。契約期間が終

了しているということで、台帳には記帳処理していない。しかし、稼働しており、

病院運営に貢献しているものであり、何らかの評価額（例えば備忘価額）で記帳し、

管理していく方法もある。 

以上、参考にされたい。 

 

※１：所有権が借主に移転すると認められるファイナンス・リース取引 

「リース取引に係る会計基準」では、下記の内容のリース取引は所有権が借主

に移転すると認められるファイナンス・リース取引に該当し売買処理をしなけれ

ばならないとなっている。 

  ア．中途解約ができない（事実上できないものを含む）取引で、経済的利益を実質

的に享受かつコストを実質的に負担するリース取引 

  イ．所有権が借主に移転すると認められるリース取引で、以下のいずれかの要件を

満たす場合 

  （ア）リース契約上、リース期間終了後又はリース期間の途中でリース物件の所有

権が借手に移転することとされているリース取引 
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  （イ）リース契約上、借手にリース期間終了後又はリース期間の途中で、名目的価

額又は著しく有利な価額で買い取る権利（割安購入選択権）が与えられ、行使

が確実なリース取引 

  （ウ）リース物件が借手の用途等にあわせた特別仕様で、返還後第３者に再リース

又は売却できないもの（借手のみ使用することが明らかな物件） 
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２．リース契約 

（１）概 要 
地方自治法第 214 条によれば、「歳出予算の金額、継続費の総額又は繰越明許費

の金額の範囲内におけるものを除くほか、普通地方公共団体が債務を負担する行為

をするには、予算で債務負担行為として定めておかなければならない。」となって

いる。また、地方公営企業法第24条及び同法施行令第17条第１項第４号によれば、

予算に債務負担行為を記載するよう定められている。 

病院局では現状、リースについて翌１年度分の予算を把握しているのみである。 

 

（２）意 見 

病院局が締結しているリース契約は、上述のとおり覚書を締結しており実質的に

５年間の契約となっている。地方自治法に鑑みると、契約満了までの債務額、すな

わち５年分のリース料総額を債務負担行為の形式による必要がある。 
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３．廃棄（除却）手続 
（１）概 要 

会計規程第 103 条第１項によれば、「主管課長は、その主管に属する固定資産を

廃棄し、又は撤去する場合は、振替伺書に次の各号に掲げる事項を記載し、合議欄

押印のうえ、総務課長に提出しなければならない。(1)固定資産の名称及び種類(2)

所在地(3)理由(4)その他必要と認められる事項」となっている。 

平成14 年度の固定資産除却状況は以下のとおりである。 

 

 表Ⅱ-１                             （単位：千円） 

 医療ｾﾝﾀｰ 門司 若松 八幡 本庁 合計 

土地 － － － － － － 

建物 － 904,934 － － 1,511,927 2,416,862 

構築物 － 4,562 － － 58,438 63,000 

器械備品 21,925 248,907 7,638 85,748 134,437 498,657 

車両 － － － － 26 26 

放射性同位元素 4,610 － － － － 4,610 

電話加入権 － － － － － － 

 

（２）意 見 

除却の手続について、検討すべきである。具体的には、現状の除却に関する現場

医師、看護師からの報告だけではなく、除却時に事務局の職員が立会うことが挙げ

られる。また、写真等による視覚的な証憑を作成することも有用である。この手続

の追加により、除却が適切に行われたことを明らかにすることができるとともに、

除却漏れの発生を少なくする効果が期待できる。 

仮に、現物がないことを理由にした除却の場合は、会計規程第 99条第１項の「そ

の他の理由」による固定資産の滅失に該当する。そのため、事故報告書の形で病院

局長への報告が必要になる。 

除却についても取得と同様、厳密な手続が行われる必要がある。 
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４．医療機器の稼働状況管理 
（１）概 要 

病院局では購入後の高額医療器械（購入価額 10，000 千円以上）の稼働状況管理

は、予算折衝時の資料である「医療器械稼働状況表」を作成し、モニタリングして

いる。なお、「医療器械稼働状況表」には台帳番号、器械名及び設置場所、規格・

仕様、導入時見込件数、月別件数（実績）が記載されている。 

 

（２）意 見 

各病院での、現状の稼働状況管理では不十分であると考える。すなわち、「医療

器械稼働状況表」は、予算折衝のヒアリングの資料として、高額医療器械の更新等

の際に、作成されているのみであり、定期的にモニタリングするための資料として

は活用されていない。 

医療という公共性の強い事業であったとしても、公営企業として事業を継続して

いかなければならない使命を課されている以上、高額な投資額が、どの程度の期間

で診療報酬等によって回収されているのか検討することは必要である。また、予算

の執行が妥当であったかを事後的に検証するためにも、定期的なモニタリングは必

要である。 

なお、細かい稼働状況管理は各病院に委ねられているため、各病院の責任者は、

高額医療器械に関して最大利用可能な能力と現実の利用実態を把握し、稼働の少な

い医療器械等については利用効率向上の方策等を迅速に検討することが望ましい。 

例えば、高額医療器械が有効に利用されていることを計画と実績を比較する形で

モニタリングし、カンファレンス等を定期的に実施し、有効利用されるような意識

づけを行う等の方策が必要である。 
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５．減価償却の開始時期 

（１）概 要 

病院局では、減価償却開始時期を取得の翌年度としている。公営企業法上、この

処理は、規定に反するものではない。ただし、各公営企業が独自に管理規程を設定

して、取得開始年度から月割計算することは妨げない。 

 

（２）意 見 

減価償却とは、成果獲得のための償却資産の使用による経済的犠牲を一定の方法

により費用計上し、もって費用収益対応による損益計算を行う会計処理である。 

現状の会計方針によれば、仮に高額な診療報酬が期待できる医療器械の購入を年

度の早い月に購入し稼働させた場合では、成果獲得に対応する犠牲としての費用が

十分に計上・反映されず、損益計算書の数値だけでは各病院の経営成績が明らかに

できない。 

取得した年から月割償却するように、会計方針を変更することによって病院事業

の経営成績を実態に即して明らかにできる。経営に役立たせる管理会計の観点から

は正確な償却計算が望まれる。 
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Ⅲ．診療報酬関連 

１．返戻・査定・過誤レセプトの処理 

（１）概 要 

   各病院の医事係は、診療報酬点数表に基づいて計算した医療費のうち、保険請求

分についてレセプト（診療報酬明細書）を作成し、１カ月分のレセプト集計表を添

付して、審査支払機関である社会保険診療報酬支払基金（以下、「基金」という。）

及び福岡県国民健康保険団体連合会（以下、「国保連」という。）に請求する。 

   レセプトは患者ごとに１月単位で作成され、病名や診療内容、投与された薬等が

記載される。 

   レセプトは診療行為のあった月（以下、「診療月」という。）の翌月 10 日頃まで

に請求し、基金及び国保連が請求のあった月にレセプトを審査する（以下、「審査

月」という。）。基金及び国保連は、審査の結果、審査月の翌月に減点通知書を病院

に送り（査定）、同様に記載不備のレセプトを病院に返す（返戻）。 

   基金及び国保連は、提出されたレセプトについて適正な医療を行っているかどう

かを審査し、審査後保険者に送付する。同時に病院に対して保険金額が振り込まれ

る。基金及び国保連から送付されたレセプトを保険者が最終的に審査し、その結果

保険者による減点や返戻が生じる。これを過誤調整といい、この通知を過誤調整通

知書という。 

 
（２）返戻レセプトの処理状況 

 ① 返戻レセプトの状況 
返戻レセプトは各病院にて「返戻整理簿」により管理されているとともに、局業

務課に「返戻レセプト処理状況」を毎月提出している。 

返戻通知を受けると、当初請求時の調定を減額変更し、再請求する時点で改めて

調定する。 

   平成14 年度の返戻状況は下表のとおりである。 

 表Ⅲ-１                        （単位：件、円） 

病院名 項目 調定（請求） 返 戻 返戻率 

件数 229,487 1,364 0.59% 
医療センター 

金額 9,305,630,027 219,019,857 2.35% 

件数 46,645 277 0.59% 
門司病院 

金額 1,097,968,700 23,873,101 2.17% 

件数 57,582 421 0.73% 
若松病院 

金額 2,063,365,753 64,035,558 3.10% 

件数 143,235 893 0.62% 
八幡病院 

金額 4,807,288,456 108,868,795 2.26% 

件数 476,949 2,955 0.62% 
計 

金額 17,274,252,936 415,797,311 2.41% 
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   表Ⅲ-１の返戻のうち、年度末時点で再審査未了につき、再請求なされていない

もの及び実査日現在におけるその解消状況は、下表のとおりである。 

 

表Ⅲ-２                       （単位：件、円） 

 病院名 項目 年度末時点 実査日(10/16)現在 

件数 160 0 
医療センター 

金額 10,969,021 0 

件数 13 9 
門司病院 

金額 485,156 462,898 

件数 40 1 
若松病院 

金額 5,348,607 191,378 

件数 156 17 
八幡病院 

金額 20,555,241 6,376,681 

件数 369 27 
計 

金額 37,358,025 7,030,957 

 

返戻理由は、保険証記号番号の誤りや資格喪失後の受診等事務上の原因によるも

のが多く、通常１カ月から２カ月程度で記載不備を解消し、再請求されている。し

かし、上表にあるとおり数カ月以上保留する場合があり、年度末時点で再請求未了

返戻レセプトのうち、実査日（10月 16 日）現在で27 件、7,030,957 円の返戻レセ

プトが再請求未了となっている。このように処理が遅滞している理由は、有効期限

経過後の新たな保険又は保険の正確な記号番号を確認するため、患者本人に連絡を

とるのに時間がかかっているためである。 

 

 ② 返戻率削減に向けた取組み 

返戻があると、適正な診療報酬の支払が遅れてしまうことから、適正な診療報酬

を適正な時期に計上するためにも、返戻率削減に向けた取組みが必要である。 

保険証の記号番号の不備を原因とする返戻を抑制するためには、保険証の毎月確

認を徹底する必要がある。確認時に保険証のコピーを取っておくことも、返戻後の

再請求を迅速にするために有効な方策である。なお、各病院に保険証コピーの実施

状況を質問したところ、医療センターでは実施しておらず、八幡病院では初診時の

み実施、門司病院と若松病院では初診時及び変更時とも実施していると回答を得た。 

さらに、レセプト作成者以外の者による再チェックも有効である。医事係職員が、

新患や保険が変更となった患者について、保険証のコピーをもとに、記号番号を再

チェックする等、効果的な返戻抑制策を講じる必要がある。 

 



- 14 - 

（３）査定・過誤レセプトの処理状況 

 ① 査定・過誤の状況 

   平成14 年度の状況は下表のとおりである。  

表Ⅲ-３                            （単位：件、円） 

病院名 項目 調定（請求） 査定 比率 過誤 比率 査定・過誤計 比率 

件数 229,487 5,973 2.60% 3,715 1.62% 9,688  4.22% 
医療センター 

金額 9,305,630,027 36,134,427 0.39% 17,652,565 0.19% 53,786,992  0.58% 

件数 46,645 410 0.88% 558 1.20% 968  2.08% 
門司病院 

金額 1,097,968,700 1,681,834 0.15% 2,042,503 0.19% 3,724,337  0.34% 

件数 57,582 1,242 2.16% 1,040 1.81% 2,282  3.96% 
若松病院 

金額 2,063,365,753 6,839,474 0.33% 3,159,726 0.15% 9,999,200  0.48% 

件数 143,235 4,302 3.00% 2,289 1.60% 6,591  4.60% 
八幡病院 

金額 4,807,288,456 15,918,257 0.33% 7,665,126 0.16% 23,583,383  0.49% 

件数 476,949 11,927 2.50% 7,602 1.59% 19,529  4.09% 
計 

金額 17,274,252,936 60,573,992 0.35% 30,519,920 0.18% 91,093,912  0.53% 

 

査定の理由は、過剰診療や不適当な診療等医療上の理由によるものや、診療報酬

の制度上、算定できない診療費の計上といった事務上の理由によるもの等がある。 

各病院は「増減点連絡書」・「過誤減」等により減点の通知を受けたレセプトにつ

いては、減点の理由が合理的かどうか検討し、再審査請求を行うかどうか判断する

ことになる。 

 

 ② 再審査請求の処理 

上表のうち、平成 14 年度医療センター分について、再審査請求の処理について

質問を行い、以下のとおり回答を得た。 

医療センターでは、「増減点連絡書」・「過誤減」等の通知を各科主任部長まで供

覧し、各医師が減点理由の合理性と再審査請求の可否を検討する。なお、減点が

5,000 点以上のレセプトについては、毎月、開催される保険診療委員会にて、減点

理由の合理性について検討される。ここで、医師が再審査請求すべきであると判断

したものにつき、再審査請求することになる。 

再審査請求する分については、院長決裁により処理され、処理簿も作成されてい

るが、それ以外の分で減点が 5,000 点未満のものについては特に処理簿等はなく、

再審査請求をしないのか、保留しているのかといった状況が明らかにされていない。

減点の減少や再審査請求の漏れを防ぐ観点からは、再審査請求を見送った理由等の

顛末を、明らかにしておく必要がある。 

なお、減点が 5,000 点以上のもので再審査請求しないものについては、医師が「再

審査請求をしない理由書」を作成し、院長決裁により処理することとしているが、
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実際には一部の医師が作成するに止まっている。「再審査請求をしない理由書」に

は理由だけでなく、今後の対策も記載されるようになっており、今後において、同

様の症例での同様の減点を防止するのに有効である。また、「再審査請求をしない

理由書」という書面で記録を残すことによって、保険診療委員会の委員以外の医師

も適宜参照することができ、今後の対策の周知徹底が図られる。したがって、査定・

過誤の防止をより有効にする観点からは、「再審査請求しない理由書」の作成を徹

底する必要がある。 

平成14 年度の医療センター分について、実査日（9 月17 日）現在の再審査請求

状況の調査を依頼した。結果は下表のとおりである。なお、減点が 5,000 点以上の

レセプトについては、翌月までに再審査請求の判断を報告することとなっているの

で、再審査請求する分、再審査請求をしない分、判断を保留している分の区別がで

きるが、5,000 点未満のレセプトについては、供覧した各医師が再審査請求すると

申し出たレセプトのみ処理するため、それ以外の分は再審査請求しないのか、保留

しているのか把握していない。そこで、それ以外の分については全て再審査請求し

ない分として集計している。 

 

表Ⅲ-４ 医療センター平成 14 年度査定・過誤再審査請求状況 （単位：件、円） 

  項 目 5,000 点以上 5,000 点未満 計 

件 数 120 56 176 
再審査請求した分 

金 額 10,233,468 226,247 10,459,715 

件 数 64 9,412 9,476 
再審査請求しない分 

金 額 6,501,474 34,138,461 40,639,935 

件 数 36 0 36 
保留している分 

金 額 2,687,342 0 2,687,342 

件 数 220 9,468 9,688 
計 

金 額 19,422,284 34,364,708 53,786,992 

 

保留している分の内訳は、翌月（10 月）の保険診療委員会で再審査請求の判断

が報告される分が、６件で 771,624 円、それ以外の分が、30 件で 1,915,718 円で

ある。それ以外の分とは、保険診療委員会での報告時に判断を保留したものであり、

その後の判断結果については報告が求められておらず、保留分のまま集計している

ものである。 

その後の判断結果が報告されないと、保留期間が長くなり処理が遅滞することか

ら、再審査請求の漏れを防ぐ観点からも、医事係が状況を医師に適宜問い合わせる

等の方策が考えられる。 
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２．計算差額 

（１）計算差額の状況 

   基金及び国保連請求分について、下表のとおり入金予定額と銀行振込額との差額

（以下、「計算差額」という。）を算出した。入金予定額とは当初請求に基づく調定

額から、返戻・査定・過誤分を減額した額である。ただし、返戻・査定・過誤につ

いては、診療月の２ヵ月後に返戻・査定・過誤のあった分を、当初調定に対応する

分として算出している。 

 

（２）計算差額の原因 
   計算差額の分析は行われていないため、計算差額の原因について、各病院に検討

を依頼したところ、次のような回答を得た。 

すなわち、計算差額は、主に当初請求時においてレセプト集計表の請求点数を調

定額に換算する過程や、返戻・査定・過誤の通知点数を金額に換算する過程で生じ

るものと考えられるとのことである。 

計算差額に対しては、支払基金及び国保連の支払金額に合わせる形で調定変更を

行っている。つまり、最終的には支払基金及び国保連からの通知に基づく金額を医

業収益として計上しており、債権管理の観点からは、病院が主体的に医業収益を計

上すべきであり、当初請求時の調定額をより正確に算定する必要がある。 

調定額の計算は、主に各病院医事係担当者が作成した、表計算ソフトの所定様式

で行っているものの、公費負担分や患者負担割合等が複雑であるためどうしても計

算差額が生じている状況である。しかし、医療センターでは、平成 15 年度の７月

診療分より様式を改良し、より正確な調定金額を算定できるように対策が講じられ

ているところであり、不明な計算差額をできるだけ少額にするよう、改善の方向に

向かっている。 

より正確な調定金額の算定は、全病院に共通の課題であり、病院ごとに対策を講

じるのではなく、効率的に事務が改善されるよう、各担当者研修等の機会を設け、

全病院統一した事務処理をされたい。 

表Ⅲ-５     （単位：千円） 

 医療センター 門司病院 若松病院 八幡病院 合 計 

調定額 A 9,305,630 1,097,969 2,063,366 4,807,288 17,274,253 

返戻 B 219,020 23,873 64,036 108,869 415,798 

査定・過誤 C 53,787 3,724 9,999 23,583 91,093 

入金予定額 D=A-B-C 9,032,823 1,070,372 1,989,331 4,674,836 16,767,362 

銀行振込額 E 9,017,487 1,052,166 2,037,881 4,738,895 16,846,429 

計算差額 F=E-D △15,336 △18,206 48,550 64,059 79,067 
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３．診療報酬請求点数のチェック体制 
診療報酬請求点数について、本来は医事係においてチェックすることが望ましいが、

現状を考慮すると難しい。しかし、診療報酬請求事務の適正性を確保する必要があるた

め、現状の事務体制を前提とした工夫として、以下の提案をする。 

 

（１）外部講師による診療報酬請求事務研修等により、知識の習得を図ってはどうか 
研修等を行うことで、精通者とまではいかないとしても、診療報酬請求事務の基

本的な知識を習得することができる。その結果、病名漏れや診療内容漏れ等、基本

的なミスはチェックできるようになると考えられる。 

また、研修は請求事務を分掌している医事係だけでなく、医師や看護師等関連職

員も対象とすることで、点数解釈等の相互理解が深まり、診療報酬請求事務の適正

性がより確保されることが期待される。 

なお、専門性の高い診療報酬のチェック業務については、OB を嘱託として採用

し、知識移転や習得の向上を図っている公立病院もある。 

 

（２）チェック業務を別の業者に委託してはどうか 

結果報告書でも述べたが、診療報酬請求事務は全面的に民間のＡ社に委託してお

り、局は、Ａ社が集計した請求点数をチェックすることなく、そのまま受け入れて

いる。現状では、医事係職員がレセプトチェックを行うことは技術的に困難なため、

別の対策として、診療報酬請求事務のチェック業務を、Ａ社とは異なる別の外部業

者に委託することを提案する。 

別の外部業者がチェックすることで、牽制機能が働くことが期待され、より適正

な診療報酬請求事務の実施に資すると考えられる。 

委託契約に際しては、以下の点に留意すべきであると考える。まず、現場従事者

の要件や実施計画及び実施結果に関する事項を明確に定める必要がある。また、現

場従事者は、診療報酬請求事務を遂行できる知識と経験を有する者とし、具体的な

資格要件も定める。例えば、医療事務の認定資格を取得している者で、かつ、実務

経験を一定期間以上有する者といった要件が考えられる。次に、実施計画及び実施

結果に関する事項も定める必要がある。例えば、提出させた実施計画に基づき計画

的に業務を実施し、その実施結果を毎月報告させ、業務の完遂を確認するように定

めることが考えられる。 

 

（３）業務仕様書に従って業務がなされたかどうかのチェックリストをＡ社に作成させ、

医事係に提出させてはどうか 

Ａ社自身に業務のチェックリストを作成させ、当該チェックリストを医事係に提

出させることを業務仕様書に盛り込むことを提案する。 
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Ａ社自身にチェックリストを作成させることで、診療報酬請求事務に対する自己

チェック機能が働くことが期待され、より適正な診療報酬請求事務の実施に資する

と考えられる。 

 例えば、チェック項目として、レセプトの点検項目を挙げ、点検済みの項目にチ

ェックマークを付すことで、点検漏れが防止できるとともに、点検者以外の者が点

検済みであることを客観的に確かめることができる。 
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Ⅳ．債権管理関連 

１．「北九州市立病院使用料及び手数料滞納整理事務処理要綱」の改訂 

 各病院の未収金管理は、「北九州市立病院使用料及び手数料滞納整理事務処理要綱（以

下、「事務処理要綱」という。）」に基づいてなされている。 

 しかし、債権回収に関して、事務処理要綱には、「担当者は、適宜、外来及び入院の

未収状況を確認し、収入未済となっているものについて督促状等の発送を行う。」とあ

るものの、何日以内に発送するかといった期日についての明確な規定がない。そのため、

担当者によって未収金管理の事務処理の精度が異なる。例えば、結果報告書にあるとお

り、医療センターにおける 14 年度の入院未収金台帳では、催告状送付後６カ月間記事

がないもの等、３カ月以上接触のないものが９件、また、全く記事がないものが 11 件

ある一方で、逐一、滞納者との対応が記録されているものがあった。 

 滞留未収金が増加すると、病院経営にマイナスの影響を及ぼすことになるため、未収

金管理体制の強化が求められる。そのため、滞納整理事務について統一した対応を強化

する必要があると考える。 

 八幡病院では、事務処理要綱の他に、八幡病院独自の「未収金発生防止マニュアル」

が作成されている。当該マニュアルの６では、未収金台帳の作成時点及び台帳の管理に

ついて具体的に規定されている。例えば、「未収金台帳は毎月１回月初め 10 日までに全

件について事務局次長まで回覧する。」と決裁時点が明確に規定されている。 

 このように事務処理要綱をより具体的に改訂することで、統一した対応が強化され、

滞留未収金の解消につながると考えられる。 
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２．未収金管理体制の強化 

現在、未収金管理は医事係で行われている。しかし、未収金担当者は専任体制にはな

いため、未収金管理業務に十分な時間が割けない状況であった。この点に関して、未収

金担当課（係）を設ける等の対策が考えられるが、人員増は現実的に困難な状況である。 

これに対し、局では各病院医事係が未収金管理業務を強化できるように、医事係長会

議等の場で以下のとおり指導している。 

・ 未収金担当者以外の者の業務分担量をある程度重くすることで、未収金担当者が

できるだけ専念できる環境を作る 

・ 医事係職員で分担して、その日の未収患者に対し即日電話催告する 

・ 庶務係職員の協力を得て、夜間等の訪問徴収を実施する 

また、平成 16 年度からは、医事会計システムの改善も予定されており、未収金管理

が、より効率的、有効的に実施されることが期待される。 
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Ⅴ．材料費関連 

１．材料費に関わる会計事務 

（１）材料費に関わる決算事務と内部管理事務 

材料費に関わる決算事務の現状と課題を説明する。 

地公企法等法令では、決算上、会計期間中の薬品や診療材料等にかかった費用は

材料費として損益計算書に計上することが求められている。具体的には、地公企法

施行規則に基づき規定した病院局の会計規程における決算報告書等の提出（第132

条）と勘定科目（第15 条）等によって規定されている。 

病院局では材料費を計算する上で、決算整理を行っている（会計規程第131 条）。

年度末に未使用の状態にある一定範囲のたな卸資産をたな卸し、その年度末未使用

在庫金額を費用計上額から控除する（逆に、年度当初に引き継いだ前年度未使用在

庫（たな卸資産）は、当年度に使用するものとして費用に加算し、年度末の未使用

在庫は新たなたな卸資産として捉えて費用化されるものから控除して資産計上さ

れる）ので、診療行為に貢献した薬品や診療材料等にかかった支出額のみが材料費

に計上される。しかし、結果報告書で述べたとおり、たな卸資産のたな卸の範囲が

限定的であるため、費用の計上が実際の診療行為にもとづく発生と一致しない面も

ある。 

次に、上記課題を前提として、たな卸資産に関わる内部管理事務について検討す

る。 

健全な経営を行うためには、正確な費用計算及びそのための正確なたな卸資産の

たな卸が必要となる。これは、実際の給付と異なる費用計算による情報では誤った

判断をする恐れがあるからである。とはいえ、材料費を管理会計上、正確に集計す

るためにはそれなりの手間と費用がかかるため、実務上限界があるので、費用計算

事務を行うにあたっては、実施効果を十分に検討し、実施の可否を判断しなければ

ならない。 

また、正確な材料費の集計及びたな卸資産のたな卸にはもう一つの意義がある。

すなわち、決まった時点ごとにたな卸資産の在庫量と金額を把握し、払出し時にそ

の量と金額を計算すること、及びその払出し行為に正当な理由を求めることには、

財産を保全する効果と保全していることを証明する（日常の払出し行為（統制事務）

が適切に行われていること示す）効果がある。 

したがって、実務面を考慮しながら、実態に即した材料費の計算とたな卸資産の

受け払い事務をすることが望ましい。 
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（２）たな卸資産の払出し事務 

結果報告書Ⅴ（３）③の監査の結果に関連して、たな卸資産の払出し事務のあり

方を検討する。 

会計規程第 73 条では、たな卸資産を使用するとき出庫伝票を起票し、所定の決

裁を受けることとなっている。これは、責任者が正当な事由によってたな卸資産を

使用したことを示す証拠書類となるが、現状では、この趣旨を生かした運用となっ

ていない。 

市における他の事務事業と異なり、病院事業は薬品等において多くの品種を扱う

ため、事務が非常に煩雑であり、限られた職員での対応は困難である。 

よって、病院事業の特性を検討しながら、たな卸資産の払出し事務のルールを規

定することが望まれる。 

ところで、現在、医療センター薬剤科では、保険請求投薬料のデータからの薬品

払出し量と薬品の購入量の整合性を品種ごと月ごとに分析することを試みている。

薬品が正常に使用されていることを確かめるとともに、使用薬品にかかった費用が

漏れなく請求によって回収できているかを確かめるためには有効な方法である。 

しかしながら、処方せん等によって総体的に証拠付けることができるとしても、

証拠書類が整備されていないため個別の払い出し状況を事後的に検証することは

難しい。 

今後、オーダリングシステム等の IT に依拠した管理方法の導入や上記の例に倣

い、分析手続によって著しく異常な払出しがないことをモニタリングすることが望

ましい。 

よって、可能な限り分析手続の精度を高めるよう分析範囲や分析手続をルール化

し、整備をしていくことを検討されたい。 
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（３）物流管理システム導入の場合の留意点 

現在、八幡病院において診療材料物流管理システムの導入について、検討されて

いる。また、今後のその他の病院やたな卸資産でのシステムによる管理を検討する

場合に備え、物流管理システム導入の場合の留意点をチェックリスト形式で説明す

る。 

 

表Ⅴ-１ 

№ チェック項目 備考 

１ システムで管理する対象は何か、目的は何か 従来の課題を抽出すれば解決す

るための目的が明らかになる 

２ 有効性、効率性の観点から、システムの導入によって代替で

きる又は廃止できる事務はないか 

 

３ システムの購入費用は、人件費の節減や収入の増加と比べて

どうか 

費用対効果分析は、なるべく網

羅的に検討項目をあげる必要が

ある 

４ 導入するシステムは会計規程等の病院局のルールに反して

いる部分はないか 

会計規程の改訂と同時に検討す

る必要がある 

５ システムベンダーよりシステムを購入する際、対象や目的等

の設計内容が漏れなく仕様書に記載されているか 

 契約後、他のニーズが生じた場合の対処はどうするか 

 

６ システムベンダーが提案するシステムを操作する場合、現場

での事務に過大な工数を要しないか 

 

７ システムの導入スケジュールは現場の事務に支障をきたさ

ないか 

 

８ テストを実施し、システムの不具合や導入現場特有の課題が

ないことを確かめているか 

 

９ 責任者が必要な事項を必要な時期にシステムの出力帳票に

よって管理・監督できるか 

 

10 たな卸に必要な出力帳票はあるか 会計規定の改訂と同時に検討す

る必要がある 

11 たな卸資産の使用期限等その他必要な管理が可能か  

 

12 システムで得られる情報には、適正在庫量管理等在庫管理に

役立つ情報があるか 

 

13 たな卸資産を購入する際、注文や検収の局面において業者と

の連携が十分に確保できるか 
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２．実地たな卸の実施 

たな卸資産（薬品、診療材料等）は会計規程第 79 条等においてたな卸を実施するこ

とが求められている。 

たな卸の趣旨からして一定時に行う必要があるが、倉庫で集計された薬品が転送され

た病棟でも重複して集計されることになれば、現状では正確な在庫量が集計できない。

したがって、病棟や倉庫に在庫しているたな卸資産をたな卸の対象とする場合、一定時

における把握をするには、相当数の職員が対応しなければならない。 

また、実施にあたっては、複数の者が関与し、複数の種類のたな卸を行うので不統一

な事務になる可能性があるため、綿密な計画と実施者への趣旨の説明を徹底する必要が

ある。 

そこで、日常の診療の中でどの程度なら実地たな卸の実施が可能となるのか、現状の

たな卸実施環境を把握するとともに、医療現場職員（医師、技師、看護師等）にたな卸

の趣旨や手続きについて十分に周知を図る等、たな卸を実施する環境を整備する必要が

ある。 

たな卸の趣旨には財産の保全や材料費の正確な計算等があるが、日常業務の中でたな

卸実施について現場の理解を得るには相当の説明が必要である。たな卸には期限切れの

抑制、在庫量削減によるコスト節約も期待できるため、同時に意識づけにも役に立つは

ずである。 

さらに、たな卸を実施するには、たな卸を記録する書類にも配慮する必要がある。た

な卸表の作成と報告が会計規程で規定されているが、たな卸表は実施しやすい様式にす

ることが望ましい。 
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Ⅵ．委託費関連 

１．委託契約の方法の見直し 

（１）概 要 

 ① 契約の締結方法 

契約の締結方法には、一般競争入札、指名競争入札による契約、随意契約及びせ

り売りの４種類があり（地方自治法第 234 条第１項）、一般競争入札を原則として

いる。また、随意契約は、特定の相手方を任意に選ぶ方法であるが、単独の１者を

選定して行う、いわゆる特命随意契約という方法もある。 

随意契約は、同法施行令第 167 条の２第１項等の法令による要件に適合すること

が必要となる。そのため、この契約の方法、特に、特命随意契約においては、市契

約規則と法令等によって、要件を満たす正当な事由が必要とされており、また、そ

の検討過程を所定の書類に記録し、決裁を受けることが求められている。 

 

 ② 委託業務の随意契約 

ところで、市立病院の委託業務では、長年にわたり随意契約により、行っている

ものもあり、最も長いものでは、27 年間にわたり同一業者に委託している業務も

ある。 

随意契約の方法により業務委託契約を締結しようとするときは、市契約規則にお

いて、原則として２人以上の者から見積書を徴するものとされている。また、市委

託業務要綱でも、随意契約により契約する場合には事前確認表の作成と当該表を原

議に添付することが求められている。 

平成 15 年度の契約70業務のうち、監査日現在では、指名競争による契約が16

業務、随意契約が 46 業務、その他（監査日現在未契約を含む）８業務となってい

る。このうち随意契約とした 46件の委託業務の事由は次表のとおりである。 

このうち最も多いのが「施工業者のため」であり、これは設備の工事を行った

業者、システムを設計した業者、医療機器のメーカー等に、その後の保守等を随意

契約で委託しているものである。 
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  表Ⅵ-１平成 15年度随意契約とした事由調べ          （単位：千円） 
随意契約とした事由 件数 予算額 

施工業者のため 30 416,530 

業務の特殊性を考慮 2 54,748 

見積もり合わせ 2 6,086 

大量処理できる業者が少ないため 1 29,089 

他に応札業者がいないため 1 3,867 

質の高いサービスの提供 1 436,090 

各病院に運営組織を設置 1 56,471 

市の福祉政策に協力し障害者授産施設に委託 1 6,471 

その他 7 28,986 

計 46 1,038,338 
    資料：北九州市立病院委託契約一覧表（平成 15 年度・平成 14 年度） 

「15 年度の業者選定方法」から作成した。 

 

 ③ 契約締結方法の見直しによる費用節減効果 

病院局は、平成 14 年度市監査委員の定期監査の指摘を受けて、施行令上の随意

契約が認められる該当要件を見直すと同時に、平成 15 年度の一部の委託業務につ

いて、随意契約から競争入札による契約が可能かどうか検討を行い、競争入札を導

入した。 

委託業務の中には、前年度まで随意契約で行っていた業務を競争入札による契約

に変更しても、同一業者が落札した業務（電話交換業務、電気機械設備等運転管理）

もあるが、契約金額は、競争入札による契約に方法を見直したため、節減されたも

のとなっている。平成 15 年度から随意契約から競争入札による契約に移行した委

託業務の契約金額について、節減効果を一定の方法で分析すると、84 百万円程度

の経費節減が認められる。 
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平成15 年度から、随意契約から指名競争入札契約に移行した委託業務について、

業務ごとに、年度の対照表を示すと、次のとおりとなる。 

 

表Ⅵ-２ 随意契約から指名競争入札契約に移行した委託業務の金額差調べ 
   （単位：件、千円） 

(注) 委託業務３．及び７．は、若松病院が平成 15 年 5 月新築移転したため、前年度と比較できないので

同病院分は除いた。また、委託業務７．の平成 15 年度の金額においては、八幡と若松の２病院での履

行が単一の契約で行われているため、契約金額を予定価格で按分し八幡分を抽出している。 

   委託業務１．における契約金額の差額には、警備員の定数を１名削減した効果も含まれている。 

   金額は、千円未満切り捨て。 

資料：「委託の見直しについて（14 年度契約と 15 年度契約の比較）」（平成 15 年 4 月 24 日 業務課）より

作成した。なお、入札業者数は別途業務課から徴した。 

 

区 分 平成 14 年度（随意契約） 平成 15 年度（指名競争入札による契約） 差 額 

委託 

業務名 

委託業者 

（随意契約）
履行病院 

契約金額 

(a) 

入札 

業者数 

委託業者 

（指名競争入札

による契約） 

履行病院 
契約金額 

(b) 

差 額 

(ｃ＝a-b) 

１．警備及

び 駐 車

場管理 

Ａ社 

センター・ 

門司・ 

若松・八幡 

57,617 11 
①Ａ社 

②Ｂ社 

①センター・門司 

②若松・八幡 

24,559 

22,919 
10,139 

２．電話交

換業務 

①Ｃ社 

 

②Ｄ社 

①センター 

・門司 

②若松 

・八幡 

9,166 

 

9,166 

５ 

①Ｃ社 

 

②Ｄ社 

①センター 

・門司 

②若松 

・八幡 

8,715 

 

8,668 

949 

３．電気機

械設備等

運転管理 

①Ｃ社 
②Ｅ社 
③Ａ社 

①センター 

②門司 

③八幡 

24,759 

19,747 

30,634 

６ 

①Ｃ社 

②Ｅ社 

③Ａ社 

①センター 

②門司 

③八幡 

23,184 

17,850 

27,867 

6,239 

４．害虫駆

除業務 Ｆ社 

センター 

・門司 

・若松・八幡 

3,208 ４ Ｇ社 

センター 

・門司 

・若松・八幡 

2,545 663 

５．医療ガ

ス設備保

守点検 

Ｈ社 

センター 

・門司 

・若松・八幡 

6,148 ２ Ｈ社 

センター 

・門司 

・若松・八幡 

4,452 1,696 

６．食事提

供業務 

①Ｉ社 

②Ｊ社 

③Ｋ社 

 

①センター 

②門司 

③若松 

・八幡 

107,906 

44,475 

136,037 

６ 

①Ｉ社 

 

②Ｌ社 

①センター 

・門司 

②若松・八幡 

141,262 

 

93,570 

53,586 

７．清掃・

汚物洗濯

及び雑役

業務 

①Ｍ社 

②Ｃ社 

③Ｍ社 

①センター 

②門司 

③八幡 

96,544 

32,192 

54,286 

８ 

①Ｍ社 

 

②Ｃ社 

①センター 

・門司 

②八幡 

120,750 

 

51,072 

11,200 

計   631,885    547,413 84,472 
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（２）意 見 

平成 15 年度における委託業務の契約のうち、中央材料管理業務(20,832 千円)

等の契約金額が大きい主要な委託業務契約においても、業務数としては随意契約

の割合は小さくなく、今後も見直しが期待される。 

委託事務の有効性、経済性、効率性の観点から、引き続き検討することにより、

さらなる効果発現が期待される。そのためには、委託契約の手続においてどのよ

うな統制が機能しているかという観点からの改善検討が有効である。 

市委託業務要綱で規定される事前確認表には、契約事務が、地方自治法や同要

綱に則って行われることに対し、準拠性確保に確実を期し、また、統一的かつ効

率的に行うためのチェックリストとしての機能がある。 

しかし、事前確認表の確認内容には、随意契約における法令上の限定範囲に対

し、解釈に幅がある場合、適用できるか否かの判断に関して、運用上、統制効果

が期待できない恐れもある。例えば、当初、随意契約を行っていたが、翌年度に、

委託を行う環境や条件等が変化し、競争入札による契約をする必要がある場合を

考えた場合、事前確認表の確認内容において、随意契約を行った前年度と同一の

記載さえしておけば、当該契約の適用の可否についての判断を誤り、随意契約を

選択してしまうことにもなる。 

業務を行っている環境又は条件は、時間の経過によって変化するものであり、

前年度と同一とは限らない。契約の種類に関する選択の妥当性を判断するには、

その経営環境の変化を見逃さないようにする必要がある。 

事前確認表の統制だけでは、契約締結の方法の見直しには働かないので、契約

締結事務を進める上で、次のような工夫をすることを提案する。これは、通常の

契約締結事務と履行確認事務を、より丁寧に進めることにより、結果として、契

約締結の方法の見直しを可能とする。 

第一に、履行が不完全であったり、遅延したりすることはあってはならないが、

委託側と受託側とで履行の状況に対して、認識に差異が生じることがある。例え

ば、患者からのクレームへの対応で時間がかかるようなケースである。これは契

約時に提示する委託側の仕様が不十分であることが主因である。このようなケー

スがあった場合、これまでの仕様内容と履行状況を分析する方法がある。これに

より、新たな仕様を設計する、又は委託者側からの留意点をまとめたマニュアル

を作成することができる。このとき、業者の能力を再確認し、能力が要求水準よ

り不足していれば別の業者への見直しを行う、又は、業務内容を分割し複数の契

約をするといった検討が可能となる。 

第二に、前年度の委託業者とその業務内容に対して、履行報告や関係者への意

見聴取等によって、当該契約上の仕様や当初の業務計画で想定できなかった事項

がないか確かめる方法がある。新たな契約を行う際に、工夫する余地がないか検
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討することができる。このとき、業務委託の環境や条件の変化を見る基礎となり

うる。 

第三に、契約締結の方法すべての選択肢で、業務内容ごとにメリットやデメリ

ットを比較し、方法の見直しにおいて利用する方法がある。競争入札においては、

経済性の利点があるものの、例えば、長期的業務遂行能力等で業者選定を誤るリ

スクも内在している。委託したい業者に何を求めているか、定期的にニーズのた

な卸を行うことが、業務委託の環境や条件の変化を見る基礎となりうる。 
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２．医療事務関係業務委託の契約の締結方法の見直し 
（１）概 要 

市病院局は、複数の医療事務関係業務を包括して遂行することが可能な事業者は、

市内１社のみであるとして、同業務を長年にわたり１社に随意契約で委託している。 

市立病院の医療事務関係は、昭和52 年度に競争入札によりＡ社に委託して以来、

一括随意契約により27 年間にわたり業務委託している。同社に対する平成14 年度

の医療事務委託料の支出総額は、次表のとおり3億 1,172 万円となっている。 

局は、平成 14 年 10月から門司病院、同15 年４月から残りの３病院の医療情報

管理室（医療センターでは委託済み）、臨床検査室等、放射線科、リハビリテーシ

ョン室の受付業務について、市嘱託及びパート職員を廃止し、従来から委託してい

る診療報酬請求事務に追加している。 

 

  表Ⅵ-３ 市立病院の医療事務委託額調べ         （単位：千円） 

区 分 平成14 年度 平成15 年度 

医療センター 162,348 179,033 

門司病院 24,340 33,457 

若松病院 27,428 54,781 

八幡病院 97,608 129,408 

計 311,724 396,679 
（注）平成 14 年度は決算額、平成 15 年度は契約金額である。 

   千円未満四捨五入、消費税込み。 

資料：北九州市委託契約書より作成した。 
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（２）医療事務委託の内容 
医療事務について、医療センターの医療事務仕様書をみると、次表のとおりの委

託業務を行っている。 

表Ⅵ-４  医療センターの医療事務仕様書 

委託業務の区分 業務項目 明示業務事項例及び件数（ ）内数 

主任業務  委託業務全体の統括等（５） 

１．新患等受付業務 診察券の発行、配布等（６） 

２．再来受付業務 患者に対する受付機の操作説明、操作補助等（３） 

３．受付窓口業務 会計伝票、処方せんの医事係内の各担当者への振り分け

等（２） 

４．保険確認業務 保険証の確認（１） 

５．計算業務 患者伝票受付、審査、診察内容の電算入力及び請求書出

力等（６） 

６．使用料等の収納業務 収納及び還付並びに計算内訳書の作成等（２） 

７．駐車券認定処理業務 料金認定及び付随する業務（１） 

８．伝票処理業務 毎日の診療行為伝票を各科別、患者別に仕分け整理等
（２） 

９．診療報酬請求業務 レセプトの出力及び点検等（６） 

10．医療改定時及びシステム変更
時業務 

変更時等の点数マスターの確認及び端末操作による動
作確認（１） 

医事係 

11．その他 （１） 

１．カルテ及びフイルムの管理業
務 

外来カルテ及びフイルムの管理（１） 

２．新規カルテ作成・搬送業務 新規カルテを作成し、該当外来への搬送業務（１） 

３．予約以外の再来患者のカルテ
及びフイルムの検索・取出し・

搬送業務 

再来患者カルテ等の取り出し、処方箋及び伝票との照合
等（５） 

４．予約受診患者のカルテ及びフ

イルムの検索・取出し・搬送業
務 

予約患者カルテ等の取出し、処方箋及び伝票との照合等

（３） 

５．カルテの回収・収納業務 外来診療カルテの回収、返却情報入力及びカルテの収納

等（３） 

６．カルテの整理業務 ６か月未受診患者カルテのセミアクチィブカルテ収納

棚への移動及び１年間未受診患者カルテの別館倉庫へ
の搬入等（３） 

７．検査データの整理業務 検査データを患者別に外来カルテフォルダーの裏側ポ

ケットへの入れ込み等（３） 

８．フィルム（X 線、心電図、脳

波、消化管フイルム、MMG）の
回収・収納及び整理業務 

新規患者はフイルム袋を作成し、患者名、ID、撮影月日、

撮影部位、枚数、診療科を記入し、見出しラベルを貼付
する、ID 等入力しバーコードラベルを打ち出し、フイ

ルム袋に貼り、所定のフイルム棚に収納する等（５） 

９．CT,MR,RI フイルムの貸し出

し・収納及び整理業務 

貸し出し依頼があった場合、端末で ID を入力し、貸し

出し登録し、フイルムを取出す等（11） 

医療情報管理室 

10.その他 （１） 

１．検体検査入力 検査伝票の項目を検査システムに入力する（１） 

２．バーコードラベル付きスピッ

ツ出力業務 

外来分は、診察券をリーダーで読み込ませ、バーコード

ラベル付きスピッツを出力し所定の位置に置く等（２） 

中央処置室 

３．検査結果の閲覧対応業務 結果呼び出し及びハードコピー等（１） 

外来 

ステーション 

 点検終了後、予約患者一覧表を出力し、写しを各科外来

に配布する等（４） 

臨床検査科 ２F 内視鏡室  
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委託業務の区分 業務項目 明示業務事項例及び件数（ ）内数 

１．検査の準備 カルテ、フイルムを外来患者予約時間別、来院順に整理
し、番号票をつけ、カルテカートに並べ所定の場所に置

く等（４） 

２．検査終了後 病理伝票と検体、フイルムチェック表を照合し、検査科

へ伝票・検体を搬送する等（４） 

２F 生理検査室・超音波検査室 エコー室及び心電図のベッドシーツの交換等（20） 

３F 中央検査部受付 検体を遠心機にて血清分離を行い、自動分注搬送機にセ

ットする等（４） 

 

３F 洗浄室 洗浄室及び検査控え室の整理整頓、ならびに白衣の整理
等（４） 

１F 60 番受付及びホール  

１．受付業務 照射録を参考に枚数・部位等を RIS 端末に入力する等
（10） 

２．ホール業務 フイルムコピー等（13） 

１F 61 番予約受付 生体検査予約受付け等（７） 

２F 透視・アンギオ室  

１．受付業務 照射録の受付及びコピー（コピーは、看護師に渡す）等

（12） 

２．ホール フイルムの現像等（10） 

２F RI 検査 伝票の整理と帳簿の記入等（７） 

２F 読影室 各科医師、病棟と放射線科医師との連絡業務等（13） 

放射線科 

別館放射線科 患者受付、説明（検査手順等）及び案内等（６） 

１．始業前準備、終業後整頓の補

助 

訓練用具、治療用品の配置と収納等（５） 

２．受付業務 集計及び統計処理等（８） 

リハビリ 

３．その他 製剤薬品請求簿の提出と薬品の受け取り等（６） 

医局  医局と院内各部署の連絡事務等（４） 

夜間休日受付 夜間休日受付計算業務 退院を含む会計計算及び診療費の徴収（死亡退院は除

く）等（11） 

資料：医療センター医療事務仕様書（平成 15 年度）より作成した。 

 

（３）意 見 

同委託業務の内容は、診療報酬請求業務以外は、カルテ・フィルムの管理や受付

業務等の補助的業務である。 

そこで、現在、１社に随意契約で委託している医療事務関係業務内容を適宜分割

することによって、それぞれの業務委託医療事務関係分野は他の業者でも対応可能

となるものと考えられるので、現在、随意契約で一括包括委託している業務を分割

し、それぞれ競争入札とするよう検討することを提案する。この場合、従来の場合

と分割した場合とメリット・デメリットを比較し、経済性以外の観点からも検討す

ることが望ましい。 
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３．保育所運営業務 

（１）概 要 

市立病院のうち、医療センター及び八幡病院では、病院に勤務する看護師等の確

保及び定着化を図るため院内保育所を設置し、病院に勤務する職員、嘱託、パート

（以下、「病院職員等」という。）の保護乳幼児の保育を行っている。他の２病院（門

司病院、若松病院）の院内保育所については、平成 15年３月末に廃止している。 

院内保育所の運営は、病院事務局長等から構成される「院内保育所運営委員会」

を設置して、同委員会に業務委託を行っている。なお、八幡病院内保育所の運営は、

「北九州市立八幡病院内保育所運営委員会」がＡ社に再委託している。Ａ社は、代

休要員を含め保育士の有資格者４人を人材派遣している。 

医療センターに設置されている保育所は、乳幼児の 24 時間保育を実施している。

夜間における保育は、乳幼児を就寝させることが主体であるが、その利用状況は、

次表のとおり利用が少ないものとなっている。同保育所は、正月３日を除く 362 日

の開設であるが、夜間における保育は、平成 14 年度で 33回の利用である。 

 

表Ⅵ-５ 医療センター保育所の夜間保育利用状況           （単位：回） 

月 H14.4 5 6 7 8 9 10 11 12 H15.1 2 3 計 

回数 6 7 4 5 3 3 2 1 0 1 1 0 33 

  

医療センター内保育所の運営費は平成14年度総額31,329千円である。財源は、

補助金が 5,934 千円(17.9%)、市負担金が10,916 千円(34.8%)で、利用者が負担す

る保育料 14,819 千円(47.3%)となっている。 

 

（２）意 見 

院内保育所については、以下の点について検討することが望ましい。 

 ① 他の（認可）保育所の整備状況及び、看護師の高齢化及び少子化等を総合的に考

慮しての院内保育所の維持の可否 

 ② 医療センター院内保育所は 24 時間保育を行っているが、夜間の利用が少ないの

で、その在り方 

 ③ 医療センター院内保育所は保育所運営を業者に委託化し、業者委託とすることに

よって、保育士の雇用責任を明確化すること 
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４．委託業務の検収・編綴等の統一 

委託業務については、原則的に契約締結手続を市病院局で行っているが、委託業務の

ほとんどは、委託契約に基づき、業者が各病院において委託業務を履行するため、検収・

確認は各病院で実施し、履行確認の後に支払し、編綴等書類の処理が行われている。 

各病院における委託業務の検収、編綴等の状況を調査したところ、支出決議から請求

書入手、履行、検収、支払等の一連の事務において、関連帳票に業務の執行を確認しに

くい状態にあるものがあり、また、委託事業の証拠書類の添付状況も病院ごとに違いが

みられ、事後的に点検しにくいものとなっている。 

例えば、次のような点である。 

（１）検収・確認書類（写しを含む）が病院において保存・整理されていない委託業務

が見られた。また、同一の委託業務でありながら病院によっては契約履行前と履行

後の写真を添付してある場合と、添付されていないため事後的に履行状況が確認し

にくい場合等が見られ、取扱いが統一されていない。 

（２）支出決議書や請求書の原本は市病院局に送付しているため、その写しを委託業務

の提供を受けた病院でファイルしている場合と、必ずしも整理・保存されていない

場合が見られた。 

 

現状では、委託業務の検収を行なっている各病院で関連書類（写しを含む）の整理・

保存の対象や方法について、統一されているわけでない。各病院で適切な検収業務を統

一的かつ継続的に実施していくためにも、まず、検収結果に関する証拠書類と、その関

連書類の写しのうち必要なものについては、各病院で統一的に整理保存しておくことが

望ましい。 
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Ⅶ．人件費関連 

１．管理者の任期 

（１）概 要 

平成13 年度、平成14 年度において、病院局長は任期１年で交代している。また、

平成８年度から 10 年度を除いては任期２年での交代という現状である。地公企法

で定められているとおり、管理者すなわち病院局長の任命は、地方公共団体の長す

なわち市長の専権事項である。また、管理者の任期は４年であるが、再任できる規

定がある。 

 

表Ⅶ-１  過去10 年間の管理者の任期及び前職 

年度 管理者 前職 

平成６年度 Ａ 総務局人事部長 

平成７年度    （病院局経験あり） 

平成８年度 Ｂ 教育委員会文化部長 

平成９年度    （病院局経験あり） 

平成10 年度     

平成11 年度 Ｃ 八幡東区長 

平成12 年度     

平成13 年度 Ｄ 企画政策室長 

平成14 年度 Ｅ 経済局長（病院局経験あり） 

平成15 年度 Ｆ 病院局次長（現職） 

 

（２）意 見 

病院経営を取り巻く環境は益々厳しくなっており、公的事業としての病院事業経

営に関しても、それが独立採算を前提とする限り、組織の長としての管理者である

病院局長の役割は重要になるものと考えられる。 

管理者の任期を原則として４年とする法の趣旨に照らし、管理者の任期について、

配慮が望ましい。 

さらに、病院事業には、かつて、赤字再建団体となり、病院局設置とともに管理

者を設置した経緯からして、中長期にわたって計画的に運営がなされるとともに、

経営の指揮監督が行われるべきである。 
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２．時間外作業の管理 
（１）概 要 

平成 14 年度における時間外手当は、489 百万円であり、人件費総額の約3.5%に

相当している。所定の勤務時間を超える作業が必要な場合には、「時間外勤務等命

令書」による時間外作業の命令が所属長より行われる。作業実施者は、同命令に従

い必要な作業を実施し、作業の内容、作業時間等を「時間外勤務等命令書」に記載

する。同命令書では所属長の命令及び事後の確認が行われる。 

時間外作業は大きく二つに分類が可能である。 

・ 事前に必要な時間外作業の内容が分かっているもの 

・ 緊急に、あるいは当日の作業の流れから結果として時間外作業が必要となる

もの 

 

（２）意 見 

サンプルとして平成 15 年４月の「時間外勤務等命令書」を調査したところ、同

命令書には予定時間を記載する欄があるものの、事務職以外では記載されているも

のは認められなかった。 

（１）に記載した分類の前者については、時間外作業の命令を行う際に、事前に

予定時間を、本人が記入し、作業実施者は原則として当該時間内に作業を終わらせ

ることが求められる。 

予定時間を予め決めておくことにより、削減可能な時間外作業を極力、減らすこ

とができる。 

一方、後者のように、緊急に、あるいは当日の作業の流れから結果として必要と

なった作業については、その管理は困難であると思われるが（特に看護師において）、

例えば、以下のような方法による管理も作業の内容によっては可能である。 

・ 緊急の場合、作業の緊急性を明らかにする 

・ 結果として時間外となる場合も考えられるが、その場合には事後的に時間外

となった理由を「時間外勤務等命令書」の中で明確にしておく 

時間外管理の一案としては、一定時間以上の時間外作業を行った者に対して、聞

き取り調査等を行う。 

聞き取り調査等の結果、問題点があればこれを整理し、各病院、所属において共

通的な内容であれば、改善策を検討のうえ全体に適用するという方法もある。 

時間外管理は、無駄な作業を減らすことで人件費の削減を図る目的もあるが、過

剰な時間外作業により、健康を害することを防止するといった観点からも必要であ

る。 
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３．臨時調整手当 

（１）概 要 

「臨時調整手当」とは医師及び歯科医師（再任用職員である医師及び歯科医師を

除く）が診療に従事したときに支給するものであり、月額は 120,000 円である。 

ただし、市病院局職員給与規程（付則）において、当分の間「月額120,000 円に

別に管理者が定める額を加えた額」とする旨規定されている。別に管理者が定める

額とは、いわゆる診療業績手当をいう。 

・ 支給対象        ：医師・歯科医師 

・ 支給額の基本的な計算方法： 

 実績占床率が調整目標率に達しない場合・・・０ 

 実績占床率が調整目標率に達した場合 

・・・（２万円＋（実績占床率－調整目標率）×３千円） 

×法定医師数／実医師数 

診療業績手当については、医療センター等占床率が相対的に高い病院は、他病院

と比較して業務量が多いため、あるいは占床率を高めるという動機付けのためにも、

手当としての存在意義はあるという意見もある。 

 

（２）意 見 

同手当については、以下のような問題点がある。 

・ 必ずしも医師個人による業績と連動していない（医師間の不公平感） 

・ 実績占床率と調整目標率との乖離が大き過ぎ、占床率向上の動機付け機能を

果たしていない病院も認められる（手当とその効果の因果関係が明確でない） 

 

次表のとおり、門司病院に関しては平成 14 年度の実績０、若松病院については

実績として２カ月あるものの、金額が他病院と比較して少額である。 

医療センター及び八幡病院は比較的収支が良好である。これに対し、門司、若松

病院は収支の状況改善が急務であるにもかかわらず、現行の診療業績手当制度では

医師の士気の喚起に繋がらない懸念がある。 

年間４千万円の支出は決して少額とはいえず、支出はその有効性を十分に確認し、

手当の継続を含めた検討が必要であると考える。 
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  表Ⅶ-２   平成14 年度診療業績手当月次推移 

（資料）「診療業績手当について」から作成（単位：千円）

 医療センター 門司病院 若松病院 八幡病院 病院計 

平成 14 年 ４月分 1,338 0 415 3,884 5,636 

平成 14 年 ５月分 1,033 0 0 1,730 2,763 

平成 14 年 ６月分 0 0 0 1,333 1,333 

平成 14 年 ７月分 973 0 0 2,595 3,569 

平成 14 年 ８月分 1,419 0 549 2,829 4,796 

平成 14 年 ９月分 1,416 0 0 2,208 3,624 

平成 14 年 10 月分 1,272 0 0 2,426 3,699 

平成 14 年 11 月分 1,122 0 0 2,240 3,362 

平成 14 年 12 月分 1,281 0 0 2,649 3,929 

平成 15 年 １月分 0 0 0 2,424 2,424 

平成 15 年 ２月分 0 0 0 2,409 2,409 

平成 15 年 ３月分 1,289 0 0 2,622 3,911 

平成 14 年度計 11,143 0 963 29,349 41,456 
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４．事務職員のローテーション 

（１）概 要 

病院局の事務職員は、ほぼ３年間のローテーションにより人事異動が行われてい

る。一方で、病院事業の経営においては、専門性と特殊性が高く要求される。そこ

で、係長以上の役職者に関しては、専門性・特殊性のある病院事務を有効かつ効率

的に行うため、病院事務経験者の人事を要請している。 

 

（２）意 見 

人事ローテーションは、幅広い知識・技能の習得、不正の防止等のメリットが認

められる反面、特に、病院事務のように専門性・特殊性のある業務に関しては、前

任者からの引継ぎが当然あるにしても、知識・技能の蓄積という観点からはデメリ

ットとなる側面もあると考えられる。特に、診療報酬のチェックやその委託の監督

管理等、病院特有の専門性が高い分野に関しては、定期的ローテーションによる事

務引継ぎ・知識及び技能の習得期間のロスは無視できないのではないかと考える。 

また、一般会計とは独立した会計で行っており、公共性という性格を一部では有

しながら民間病院との厳しい競争環境下に置かれている状況において、病院事務に

おいても不断の効率性追求を求められて然るべきところ、ローテーションを前提と

した改善・改革では十分な結果を得られない可能性についても留意が必要と思われ

る。 

病院事務職の専門化を図る一案として、ローテーションを前提としない、病院事

務プロパーの採用を検討する余地もあると考えられる。国立大学や公営企業、公立

大学等では、独立行政法人化を前提としてではあるが、検討中のところもある。プ

ロパー職員の採用に関しては、身分保証の問題等、解決すべき課題はあるものの、

上述のような病院経営を取り巻く環境等から検討の余地はあるものと考える。 
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５．退職給付の処理 

（１）概 要 

地公企法（計理の方法）第 20 条第１項によると、「地方公営企業においては、そ

の経営成績を明らかにするため、すべての費用及び収益を、その発生の事実に基づ

いて計上し、かつ、その発生した年度に正しく割り当てなければならない。」とさ

れている。 

また、「退職給付に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会）三基

本的考え方２では、「・・・退職給付は、その発生が当期以前の事象に起因する将

来の特定の費用的支出であり、「当期の負担に属すべき退職金の金額は、その支出

の事実に基づくことなく、その支出の原因又は効果の期間帰属に基づいて費用とし

て認識する」との企業会計における従来の考え方は、企業年金制度による退職給付

についても同じく当てはまると考えられる。したがって、退職給付はその発生した

期間に費用として認識することが必要である。」としている。 

市の病院事業では退職給付引当金を計上していないが、病院事業の業績を適正に

把握・表示するためには、各会計期間に属する費用として、職員在職期間中に発生

した退職金相当額の退職給付引当金を計上することを検討すべきである。 

厚生労働特別研究事業「病院会計準則及び医療法人会計基準の必要性に関する研 

究所」においても、資産・負債の部の勘定科目として退職給付引当金（「退職給付

に係る会計基準に基づき従業員が提供した労働用益に対して将来支払われる退職

給付に備えて設定される引当金」）を設定している。 

 

（２）意 見 

 ① 引当金計上の是非についての検討 

独自の調査によると、将来の退職金支出に備えて、何らかの引当金を設定してい

るのは平成 13 年度の都道府県立の自治体病院において、47 都道府県中 13 都道府

県である（約 28%）。また、引当金を設定している都道府県のうち、自己都合期末

要支給額の 100%を設定する基準を採用しているのが４都道府県（全体の約９%）で

ある。さらに、この４自治体のうち基準としては採用しているものの、実際に100%

の設定を実施している都道府県は二つである。 

なお、自己都合期末要支給額の100%による引当金設定は、「退職給付に係る会計

基準」（企業会計審議会）に定める簡便的な方法であるが、このような簡便法は小

規模な企業や退職給付の重要性が乏しい企業に認められるものである。 

地方自治体が経営する病院の多くは欠損金を抱えているため、欠損金のある場合

や引当計上することによって実質的に不良債務が発生又は増加する場合には、退職

給与引当金を計上するのは不適当とする行政実例に従って、引当金を計上していな

い自治体が多いものと考えられる。 
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しかし、現在となっては、実際には欠損が生じていても規定どおりに退職金を支

給している実態や、経営状況に対する透明性が求められていることから、決算数値

開示において、退職給付引当金を計上する、あるいは注記する方法が必要となって

いる。参考にされたい。 

 

② 平成 14年度末における退職給付引当金試算 

平成14 年度末における、期末の退職給付の要支給額を用いた退職給付引当金の

見積計算を実施した。実施の結果は以下のとおりである。 

 表Ⅶ-３  （単位：千円）

 所 属 退職給付引当金試算額 

 本庁 299,437 

 医療センター 3,445,865 

 門司 1,587,893 

 若松 1,474,958 

 八幡 2,499,517 

 看護専門学校 98,779 

 合 計 9,406,452 

 

－計算の前提－ 

ア．平成 15年３月末に全職員が退職したと仮定し、 

   55 才未満の職員は普通退職手当率（ただし医師は 60才未満） 

   55 才以上の職員は定年退職手当率（ただし医師は 60才以上） 

  で計算している。 

イ．金額は、平成 14年度発生の退職給付引当金のみならず、平成13 年度以前に

発生している退職給付引当金を含んだ累積値である。 
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Ⅷ．繰入金関連 

１．病院局設置に要する経費の繰出 
平成 14 年度には、病院局設置に要する経費（以下、「本局設置経費」という。）とし

て２億 402万円の繰入金が計上されている。市の繰出基準は地公企法第17 条の３に基

づくものとして、下表のようになっている。これは、総務省自治財政局長通知「地方公

営企業繰出金について」において定められている繰出ではなく、市が独自に基準を設け

て繰り出しているものである。 

 

表Ⅷ-１ 病院局設置経費に係る市の繰出基準 

負担区分 項 目 繰出基準 繰出金の算定方法 

地方公営企業法 

第 17 条の３ 

病院局設置に要

する経費 

地方公営企業法全面適用に 

より企業管理者のもとに病院 

局を設置したことによる必要 

な経費の１／２に相当する額 

病院局本庁職員給与費及び 

本庁経費（保育所運営委託料を 

除く）の合計額１／２に相当す 

る額 

 （資料）市の繰出基準に関する資料より、病院局設置に要する経費についての記述を抜粋 

 

地公企法第 17 条の３では、「災害の復旧その他特別の理由により必要がある 

場合には、（略）補助をすることができる。」とされているため、市における「特別の理

由」を確認したところ、次のような説明を受けた。 

 市の病院事業は、1960 年代、５市合併等を背景として財政が悪化したため、国から

財政再建計画の承認を受けて昭和 42 年度から財政の健全化に取り組んでいる。その取

組の推進役として病院局（本局）が設置され、行政事務や財務事務等の民間病院にはな

い特有な事務を行うということもあり、本局設置経費への繰出が開始されている。その

後、財政再建計画終了後の昭和 53 年度以降においても、病院の経営状況や本局業務の

特殊性を勘案し、現在まで本繰出が継続されているとのことである。 

本局設置経費に対する繰出の必要性については、最終的には市民によって判断される

ものである。実際、毎年度の予算が検討され、議決される過程において、病院事業の財

政の現状や将来見通し等から繰出の必要性が判断されてきているとのことである。 

ただし、本繰出は、市独自の繰出基準に基づき、財政再建計画終了後も 25 年間継続

して補助されているものである。その間に、本局が果たすべき役割、あるいはそれに対

する補助の必要性や有効性についても、少なからず変化してきているはずである。そこ

で、戸畑病院の廃止等の経営改善が進められているこの時期に、改めて本局設置の目的

やこれまでの実績を再確認し、適宜、本繰出を見直していくことが必要である。 
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２．繰入金算定式の統一性の確保 

 繰入金の算定基礎として同じ経費を対象とする場合でも、繰入金によって、その按分

方法が異なるものが見られる。また、年度間でも按分方法が変更されている例が見られ

る。同様の経費でも複数の按分方法が適用されていると、それだけ複雑となり、入力・

計算のミスが起こりやすくなる。また、繰入金間、病院間、年度間等の比較分析も正確

に行うことができない。繰入対象範囲が医療内容によって異なり、また、データ入手の

容易さも異なるため、一概には言えないが、基本的な按分方法を定めて、できるだけ統

一することが望ましい。 

 

表Ⅷ-２ 不統一な按分方式の例 

繰入金 

 

経費 

救命救急センター 

運営経費 

（八幡病院） 

第２夜間・休日急患

センター運営経費 

（八幡病院） 

感染症病棟 

運営経費 

（医療センター） 

結核病棟 

運営経費 

（門司病院） 

給食材料費 決算額×病床数比 － 延患者数×単価 決算額×患者数比 

被服洗濯業務委託 決算額×職員数比 決算額×職員数比 決算額×職員数比 決算額×患者数比 

清掃・雑役業務委託 決算額×面積比 決算額×面積比 実費 決算額×患者数比 

警備・駐車場業務 

委託 
決算額×面積比 決算額×面積比 決算額×面積比 決算額×患者数比 

電話交換業務委託 決算額×面積比 決算額×面積比 決算額×台数比 決算額×患者数比 

エレベータ等 

保守業務委託 
決算額×面積比 決算額×面積比 決算額×職員数比 決算額×患者数比 

医療ガス設備保守

業務委託 
決算額×病床数比 決算額×面積比 決算額×面積比 決算額×患者数比 

保険料（建物等） 決算額×病床数比 決算額×面積比 決算額×面積比 決算額×患者数比 

（資料）繰入金算定根拠資料より作成 

 

表Ⅷ-３ 平成13 年度から按分方式を変更した例 
（救命救急センター運営経費の委託料より） 

経費 平成 13 年度 平成 14 年度 

産業廃棄物処理業務 決算額×面積比 決算額×患者数比 

医療ガス設備保守業務 決算額×面積比 決算額×病床数比 

特殊排水処理槽等汚泥取引 決算額×病床数比 決算額×面積比 

特殊排水設備保守 決算額×患者数比 決算額×面積比 

ゴミ収集業務 決算額×患者数比 決算額×面積比 

（資料）繰入金算定根拠資料より作成 
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Ⅸ．診療科別原価計算の導入 

（１）現 状 

日本医療機能評価機構等の医療評価機能団体は、院内の財務内容及び財務管理体

制等を評価の対象とし、また、医療機能評価団体による評価が、診療報酬上、加点

のための施設基準となっているものがある。 

また、福岡県立病院の民間委譲も具体的に進められており、公立病院の経営環境

が厳しくなる中、存在意義を問われ、具体的なアクションが求められている。 

公立病院の役割は地域の中核病院となり、地域住民の医療を確保することにより

福祉の増進に資することである。したがって、地域住民にとって必要な医療であれ

ば一般の私立病院が採算面から設置することが難しい診療部門であっても公立病

院は設置しなければならないこともある。その意味では、一般の私立病院が引受け

ない不採算診療部門を公立病院が引受け、全体として地域住民にとって必要な医療

を提供するところに公立病院の存在意義があると思われる。 

現在、全病院とも、医業収益から医業費用を差し引いた医業損益は毎年度、赤字

計上が続いている。各病院が医業損益をただちに黒字化していくことは現在の状況

下では難しい。 

しかし、だからといって公立病院は赤字であることが当然であり、毎年毎年欠損

が累積してもかまわないということにはならない。市財政全体が厳しい状況のもと

で、公的病院といえども何らかの改革が当然必要である。 

そのため、赤字要因を明確にする必要がある。現在、各病院ともに効率的な病院

経営に向けて多くの改善策を立案し、実行されているが、さらに効率的な病院経営

を行うことにより、累積欠損を減額していく努力が必要である。企業としての経済

性の追求と公共目的の追求という、ある意味では相反する二つの目的の均衡を目指

した経営が行われる必要がある。 

 

（２）原価計算の導入 

現状では、全病院ともに各診療科別の原価の集計がなされていないため、各診療

科の損益状況が把握できない状況にある。このため、どの診療科の採算が良くどの

診療科の採算が悪いのか、客観的数値に基づいた分析データを管理者や病院長等の

運営責任をもつ者が知ることができず、有効な改善手段を見つけることが難しい状

況の中で病院経営が行われている。また、実際に診療にあたる現場の医師や看護師

が知ることができず、数値に基づく明確な目標も設定しにくく、具体的に改善に向

けて取り組みにくい状況となっている。 

病院の運営責任をもつ者が、より効率的な病院経営を行うためには、部門別に原

価の集計を行い、診療科等の区分ごとの診療報酬と原価等を対比して診療科別の収

支分析を行うことが必要と思われる。診療科別の損益が把握できるようになれば、
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どの診療部門でどれだけの原価がかかっているのか、何が原価を増加させているの

かがわかる。そのため、有効な改善策を検討し、具体的に努力目標を設定して、実

行していくことでより効率的な病院経営を実施することができる。 

同時に、診療科別に原価が把握できるようになれば、診療科の医師・看護師にと

っても、自分たちの所属する診療科の原価を回収するためにはどのくらいの診療報

酬を獲得しなければならないかということがわかり、予算執行を事後的に差異分析

するための詳細な情報の収集や目標達成への動機付けにも役立つことになる。 

また、原価計算を詳細に実施した場合、医業収益の大半を占める診療報酬の計算

の適正性を内部管理的に確かめる機能もある。 

さらに、この診療科別原価計算は、同規模の病院や同診療科をもつ病院と相対評

価ができれば一層の役立ちが期待できる。（社）全国自治体病院協議会等の全国規模

の団体でもこれに類する調査を行っている。幸いなことに、市は複数の病院を有し

ているため、同じ条件で計算できるので比較可能なデータの収集が可能である。ま

た、毎月、毎年、継続して原価計算を行っていれば、時系列比較と原因分析によっ

て原価の責任者と発生場所を特定することができ、課題改善によい材料を提供する

こととなる。 

例えば、小児科での役立てを想定してみる。小児科は、一般に患者への投薬量が

少ない等から診療報酬として請求する保険点数が低く、収入は他の診療科より相対

的に小さい。一方で、患者数の割に手間がかかり、看護師の配置数が多く、給与費

がかかっている。ある病院で原価計算を行って、診療科の中では収益性が低いこと

がわかったとする。他の病院でも計算してみたところ、この状況はほぼ同様に収益

性が低い状況であったとする。また、内訳ごとに比較してみると、ある病院は材料

費がかかっているが、給与費はそれほどでもないとする。 

この分析に基づいて意思決定を行うと、まず、材料費としては、管理を厳しくし

てできるだけ節約することとする。次に、注射伝票等のチェックを厳しくするため

に、議論の結果、内科から１名を配置転換させることにする。さらに、小児科のド

クターは収益向上のために、指導管理料の獲得を意識する目標を設定する、といっ

た判断ができるかもしれない。 

このように、導入におけるコスト面を考慮に入れつつも、診療科別原価計算シス

テムの構築に向けて早急に検討していくことが望まれる。 
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（３）医療センターの診療科別原価計算（損益計算）の試行 

 ① 原価計算の試行を行う前提 
診療科別の損益を正確に算定するためには原価計算のシステムを構築し、正確な

原価の集計が行われることが望ましいが、システム構築のためには導入に至る時間

とコストも必要となる。ここでは、今後の原価計算システム構築を想定した場合の、

ひとつの参考としてもらうため、また、現状において、診療科別の損益がどのよう

になっているかおおまかに把握することも必要であると考え、ある程度簡便的な方

法を採用しながら、一般的に考えられている原価計算の手法に基づき診療科別の損

益を算出してみることとした。対象病院は医療センターとした。 

原価計算を行うためには、簡便的な方法を採用する場合であっても多くの基礎デ

ータが必要になる。今回の試行に当たっては、病院の事務局を中心に医師の方々に

も協力をいただいたことにより実行することが可能となったものである。あらため

て各位のご協力に感謝したい。 

 

 ② 診療科別原価計算（損益計算）の試行結果 

以上のような経緯に基づいて試行した医療センターの診療科別原価計算（損益

計算）の結果は表Ⅸ-3 のとおりである。 

 

 ③ 原価計算の計算過程 

今回試行した原価計算においては限られた期間と基礎データのもと、多くの部

分に簡便的な方法を採用している。よって、限定された条件の中での原価の算出過

程を以下に説明することとする。なお、実際に採用した配賦方法とともに、より望

ましい配賦方法等についても参考のために記載することとする。 

 

  ア．診療収益の配賦 

現在、診療収益は各診療科別に集計可能となっている。 

ただし、診療収益は、医業収益から他会計負担金と補助金を除いたものである。

そのため、室料差額収益等のその他医業収益も含まれており、これらを入院・外

来診療で得た診療収益に比率で按分している。本来は、診療科別に管理すること

が必要である。 

 

  イ．原価の部門別集計 

診療科別の損益を把握するためには、まず、給与費、材料費、経費等の費目別

に計算された原価をその発生した場所（部門）別に分類して集計する作業が必要

になる。 

部門をどのように設定するかはそれぞれの病院の事情によって異なるが、診療
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報酬と原価を対応させる必要があるため、診療科を部門として設定する。また、

それぞれの診療科は外来と入院に区分する必要がある。外来と入院は診療報酬単

価に差があり、原価の発生割合も異なるためである。また、集計に当たって、原

価のうち特定の部門で発生したものは直接当該部門に集計するが、複数の部門で

共通に発生した原価は一定の基準によってそれぞれの部門に配賦することとす

る。 

 

  ウ．主部門と補助部門の設定 
部門を設定する場合には、主部門と補助部門に分けて設定する必要がある。主

部門は直接患者に対して医療サービスを提供する部門であり、通常は診療報酬が

集計される各診療科となる。補助部門は主部門の診療を補助するための部門であ

る。補助部門に集計された原価は最終的には一定の基準をもって主部門に配賦さ

れることになる。 

医療センターの診療科の中で放射線科と麻酔科は他の診療科の診療に伴って

診療が行われることが多く、診療報酬は他の診療科にて計上されているため、こ

こでは補助部門として集計することとする。今回の試みにおいては、主部門を内

科（緩和ケアセンター、糖尿病内科、健康診断業務を含む）、外科等 19の部門に

分類している。また、補助部門を手術室、麻酔科、放射線科、臨床検査科、薬剤

科、事務局とした。ただし、事務局での業務はその他の補助部門の業務にも貢献

しているため別の補助部門を設け原価配賦を行う。 

 

表Ⅸ-１ 場所（部門）設定 

部  門 病院内の部署 

主部門 

（各診療科ごとに入院と外

来とにわける） 

内科、心療内科、精神科、呼吸器科、消化器科、

循環器科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科、

呼吸器外科、心臓血管外科、小児外科、皮膚科、 

泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、 
歯科 

第一補助部門 

（生じた原価は各主部門に

配賦する） 

手術室、麻酔科、放射線科、臨床検査科、薬剤科 

第二補助部門 

（生じた原価は各主部門と

各第一補助部門とに配賦す

る） 

事務局 
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  エ．給与費の部門別集計 

 給与費を部門ごとに正確に集計するために、医師、看護師、技師、技術補助員

の人数（年度初めと年度末の平均値）をもとに部門ごとに配分している。 

 

  オ．医師の給与・手当の集計と配賦方法 

医師の給与・手当は、原則として所属している診療科に直接賦課した。外来と

入院を兼務している場合には、各医師の外来と入院の勤務比率を基準に配分した。

そのため、診療を入院患者と外来患者といずれにかかったか、各診療時間につい

て、タイムスタディを医師に作成依頼し、この結果を集計し、それぞれの科目別

金額合計を按分している。 

タイムスタディは、平成15年９月に平均的な一週間を想定してもらい、正規

勤務の医師 40 名（全体のほぼ 40%強）に対し、スケジュールを記入するアンケ

ートである。 

 

  カ．看護師の給与・手当の集計と配賦 

看護師は平成14 年度の４月、10月、３月の人員の平均を採用し、給与費合計

を人数比で按分している。診療科及び補助部門の部門別に人員を算定し、さらに、

外来担当と入院病棟担当で配属が異なっているため、外来と入院に区別して計上

した。 

外来の場合は各診療科別に直接賦課することとし、入院の場合、診療科ごとに

病棟が区分されている場合はその診療科に直接賦課した。 

病棟によっては、混合病棟（病棟に診療科が複数ある）となっているところ

があり、この場合、診療科別勤務日報等によって配分することが望まれるが、

現在は作成されていないため、平成 14 年度４月１日及び平成 14 年度末の診療

科別病床数の平均値によって配分することとした。 

 

  キ．その他部門の給与・手当の集計と配賦 

ME の給与・手当については手術点数、麻酔科については麻酔点数、放射線科

については画像診断点数、臨床検査科については処置・検査・手術点数合計、

薬剤科については投薬・注射点数合計の、診療科別の割合及び入院・外来の割

合によって配賦した。 

 

  ク．退職給与引当金の集計と配賦 

決算上、退職給与金は現金支出ベースで計上される。平成 14 年度実績は

414,752 千円である。 

一方、今回の計算においては、年度末に退職の場合の退職金要支給額におけ
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る一年度での増加額を職員ごとに計算し、各所属部門に集計する。しかし、給与

改定により退職金の支給額が減少した者等は今回の計算では除いているが本来

は年度の発生額を集計する上では加味することが望ましい。 

 

  ケ．材料費の部門別集計 
薬品費については、薬品を管理する薬局からどの診療部門にどの薬品がどれだ

け払い出されたか集計されていなければならないが、現在のシステムにおいては、

診療部門ごとの払出し額が把握されておらず、また、容易には集計できない状況

にあるため、ここでは簡便的に投薬及び注射に係る診療報酬によって配分するこ

ととした。診療材料費についても、薬品同様、診療部門ごとの払出し額が集計さ

れていないため、簡便的に処置、手術、検査に係る診療報酬によって配分するこ

ととする。 

これらの方法はあくまで簡便的な方法であり、使用する薬品・診療材料の中に

は、診療報酬の対象とならないものも含まれているため、診療報酬による配分で

は正確な消費額が把握できないこととなる。診療部門ごとの払出し額が容易に把

握できるようなシステムの構築が望まれる。オーダリングシステムが導入されれ

ば、効率的に把握及び集計が可能となる。 

  

  コ．経費の集計と配賦 

  （ア）分類 
減価償却費を除く経費については、四つに分類して、按分基準の適用を分け

ている。分類は、①委託費、②厚生福利費等おおよそ人件費に連動するもの、

③光熱水費等おおよそ減価償却費に連動すると認められるもの、④その他に分

類している。 

①については、履行現場が判明し診療科に賦課できるものは直接、計上し、

配賦が必要なものは②～④に分類した。また、④については、診療報酬点数別

に部門ごとに按分している。 

 

  （イ）減価償却費等の賦課・配賦 
減価償却費については、減価償却資産の部門別の把握ができるものは直接診

療科等の区分に分類した（減価償却費割合の 34.2%）。しかし、把握が部分的

になされていなかったため、本来は、すべての資産について現物を管理する部

門の調査を依頼し、調査結果に基づき部門別に分類することが望ましい。 

部門別に把握が不明な「共通資産」は、診療報酬点数別に部門ごとに按分し

ている。また、現在、減価償却の開始時期が資産取得年度の翌年度としている

ため、平成14 年度の取得資産のうち金額的に重要な資産を追加入力すること
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も必要であるが、金額僅少につき、省略している。 

資産減耗費は、減価償却費の多寡によって按分している。 

 

  （ウ）研究研修費の配賦 
研究研修費についても個々に発生した部門に集計することが望ましいが、計

上額に重要性がないため、各診療科の医師の人数比によって配賦した。 

 

 ④ 診療科別原価計算（損益計算）の分析結果 

 今回試行した診療科別原価計算（損益計算）の結果について若干の説明を加え

ることとする。 

 

  ア．医業損益の状況 

診療科別原価計算（損益計算）の試算結果を見ると、病院全体の医業損益ベー

スでは162,917 千円の損失ということになる。なお、ホームページ等で開示され

ている病院別経営収支における医療センターの純損益は 4,165 千円の黒字とな

っているが、これには医業外損益と特別損益が含まれているため異なる。また、

今回の原価計算では、退職給与金について発生主義の観点からより実態の発生に

即した引当金計算を行っているため、従来会計で採られている支出額の計上とは

異なり、140,233 千円少なくなっている。 

診療科別に医業損益を見ると、産婦人科の赤字が目立ち、脳神経外科、心臓血

管外科、皮膚科、泌尿器科とともに入院・外来とも損失という結果になっている。

また、外来・入院別で見ると、内科や小児科等の７診療科で、入院部門での利益

計上が多く見られ、多くの外来部門で損失計上という結果になっている。 

ただし、今回の原価計算では、病院全体で既に計上された収益・費用の各科目

別合計を、実態になるべく近いと仮定した配賦基準を適用した上での配分計算を

している。その他には、医療行為（活動）に焦点をあて、現場で生じた収益や費

用をそれぞれの責任区分ごとに積み上げ計算をしていくといった結果活用に工

夫をした方法もある。 

 

  イ．人件費の配賦結果について 
  （ア）医師の給与・手当 

入院と外来の勤務時間の割合を各診療科の医師全体で見ると、科毎にバラつ

きがあり、傾向の認識は難しい。小児科では、入院の診療収益は外来のそれに

対し6.5 倍であるが、人件費は同様の比較で 1.6 倍となっており、倍率が相対

的に小さいため、入院部門は効率よく運営されていると見なされる。 

しかし、今回の計算では、タイムスタディの実施範囲が狭いために、実態と
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異なり入院区分にコストが少なく配賦されている可能性がある。 

人件費の割合は大きいため、影響も大きく、より信頼性を確保する意味でも、

期間的な側面、人数的な側面の両面からタイムスタディの母集団を大きくする

必要がある。 

 

  （イ）看護師の給与・手当 
 現在、病棟勤務の看護師は機動的に勤務できるよう診療科別の配属ではなく

各病棟への配属となっている。一定日の病床数で按分しているが、看護師の人

件費の費用に対する影響も大きいため、活動基準で勤務時間を把握し配賦する

ことが理想である。 

 また、混合病棟での人数按分の方法では、診療科別にかかった時間を集計す

る、あるいは患者数を把握して配分することが望ましい。 

 

  （ウ）その他の間接部門職員の給与・手当 
 その他の間接部門職員の給与・手当の配賦を見ると、臨床検査技師等の検査

部門に所属する職員については検査等の点数比で配賦したため、内科や外科等

の点数が大きい診療科に配賦額が多くなっている。薬剤師等の薬局部門に所属

する職員については投薬及び注射の点数比で配賦したため、内科・入院に配賦

額が多くなっている。放射線技師等の放射線部門に所属する職員の給与・手当

は画像診断点数比で配賦したため外科・外来に配賦額が多くなっている。 

 

  （エ）材料費の配賦結果について 

 材料費について見ると、薬品費は投薬及び注射の点数比で配賦したため、内

科、外科に配賦額が多くなっている。その他の材料費は処置・手術・検査の点

数比等で配賦したため、内科、整形外科・入院、心臓血管外科・入院に配賦額

が多くなっている。 

 

  （オ）経費の配賦結果について 
 経費について見ると、委託料については、最も契約金額が大きい医事業務委

託は診療報酬点数により配賦したため、収益の大きい部門の負担が大きくなっ

ている。 
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（４）原価計算システムの構築について 

病院の経営改善には、医師、看護師をはじめ病院に従事するすべての職員の意

識改革と協力がなければ達成できない。 

また、診療科別原価計算から算出される診療科別の損益は、各診療科に従事す

る医師、看護師、その他の職員にとってきわめて影響の大きな分析数値となる。し

たがって、その数値を職員に納得してもらうためにはその数値はできる限り合理的

な基準に従って算出されたものでなければならない。 

今回の試行は病院局業務課、医療センターの医師に協力をいただき、短期間に

作成したものであり、多くの部分で簡便的な方法を採用している。したがって今回

の試行結果が必ずしも当該病院の経営実態を正確に表示しているとは言えない部

分も存在する。あくまで今回の試行は今後、全病院において診療科別の原価計算の

実施に向けて検討していく場合のひとつの参考となるべく実施したものであるこ

とをお断りしておく。 

今回の試行に当たって利用した病院側の資料及び監査人が作成した計算基礎資

料を参考にして、環境変化に対する的確な意思決定を行うよう説明責任を果たすと

ともに、内外の関係者に適切に管理努力していることを知らしめるためにも、早急

により精度の高い原価計算システムを構築されることが望まれる。 

なお、原価計算システムの導入にあたって、（５）に現状分析のチェックリスト

を作成している。 

また、今後は、同時に次のような経営体制の整備に取り組むことが望まれる。 

 ① さらに厳しくなる経営環境に即応する情報を分析、提供できるよう、原価管理経

営企画部門を編成する 

 ② 効率的、時機を得た情報収集を可能とするよう、IT 技術を利用した経営監視シ

ステムを導入する 

 ③ 上記から得られた結果を合意されたルールの下で活用するために、インセンティ

ブを前提とした目標管理システムを構築する 

 



 

（５）原価計算システム導入のための現状分析チェックリスト 

表Ⅸ-２ 

区 分 項 目 チェック項目 あるべき姿 備考 

全般 ①目的 原価計算の利用者と目的は何か（今回の計算

では、診療科別の収益性の状況を簡便的に把

握している） 

責任者への評価指標として健全経

営に役立つ現状把握情報を集計する 

対病院、対期間で相

対比較すると目的管

理に効果的である 

全般 ②分類 原価要素の基礎的分類を現在、人件費や材料

費といった決算用の形態別分類科目以外にな

いか 

例えば、委託費は契約ごとにする

というように、計算結果が責任者の

特定や将来の具体的な改善へとつな

げられるような分類にする 

現在の分類でも役

立てることは十分で

きる 

全般 ③直接間接 
分類 

原価分類の原価集計単位への賦課・配賦につ

いて、現在、簡便的にある程度の整理はして

いるが、詳細にする必要がある科目はないか 

直接跡付けできる費用とできない

費用とを整理する 

できない費用は合理的な配賦基準

を設定する 

 

全般 ④按分設定 
基準 

原価分類の原価集計単位への賦課・配賦につ

いて、現在、形態別の科目ごとに集計された

決算金額を診療科ごとに跡付けしているが、

発生時に集計・記録することはできないか 

例えば倉庫管理者の給与費は材料

費に付加するといった、活動等の発

生原因に原価を跡付けし、対象への

付加価値をより正確に集計する方法

もある 

活動基準原価計算

（ＡＢＣ）といわれる 

全般 ⑤区分 原価の集計単位について、現在、診療科ごと

の入院・外来ごとに部門設定しているが、そ

の他の区分けはないか 

原価発生の根源を特定するため

に、例えば疾病別、患者別に集計す

る方法もある 

 

診療科別は責任者

の所在がはっきりし

ている 
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区 分 項 目 チェック項目 あるべき姿 備考 

全般 ⑥期間 原価管理目的としての会計期間について、現

在は一年分の計算を行っているが、頻度を高

められないか 

比較分析をし、対応に備えるため

に、計算頻度を半年や１ヵ月等に高

める 

 

事務の負担を考慮

する必要がある 

全般 ⑦システム オーダリングシステムや管理会計システムの

導入はできないか（現在、管理会計のシステ

ムはとくに整備されていないため、精度に限

界がある） 

システムの導入によって、健全経

営を目的とする自己の運営状況を把

握できる 

費用対効果を考慮

する必要がある 

システム間の連携

等の工夫によって利

用できる情報源を選

択する必要がある 

人件費 ⑧給与費 給与費の診療科別の関連付けはできないか

（現在は在職員数で総支給額を配賦してい

る） 

職員個別の給与明細データを所属

する診療科別に関連付けする 

 

異動等の情報メン

テナンスが課題であ

る 

人件費 ⑨医師勤務 

時間 

医師勤務時間の診療行為への跡付けをどうす

るか（現在はタイムスタディに基づいて跡付

けている） 

医師の入院や外来の診療行為にか

かる時間を常に記録するのは難しい

ので、サンプルにより標準割合を決

定する 

入院・外来のどちらにも分類でき

ない勤務時間は合理的な基準で按分

する（研究時間を非原価とする等） 

 

 

標準割合は責任者

の合意の得られる精

度の高いものでなけ

ればならない 
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区 分 項 目 チェック項目 あるべき姿 備考 

人件費 ⑩看護師 病棟担当看護師人員の按分について、現在、

混合病棟では基準日の診療科別の病床数で按

分しているが実態に即したものか 

混合病棟に勤務する看護師の時間

を診療科ごとの患者への行為に従っ

て集計するために、勤務日報等から

集計する 

 

人件費 ⑪退職給付 

費用 

従事職員の退職金について、現在は退職給付

にかかる期末自己都合要支給額の年度増加額

を集計しているが、より正確に発生ベースで

捉えることができないか 

退職一時金、退職年金等将来の退

職給付のうち、当該会計期間の負担

に属する金額を職員ごとに計算し給

与と同様に跡付けする 

 

病院会計準則（案）平

成 15 年４月別表を参

考にする 

材料費 ⑫在庫数量 診療給付との関連付けができるか（現在は購

入総額を保険点数で按分している） 

使用していない薬品・診療材料を

会計期間のコストとしないように、

在庫の払出しをベースに集計する 

たな卸を正確にする

必要がある 

材料費 ⑬在庫管理 

システム 

集計作業が手間であるが、新たに在庫管理シ

ステムは導入できないか（現在、診療材料の

物流管理以外は集計システムを有していな

い） 

入院・外来や診療科等の払出し先

を特定し継続して記録できるシステ

ムを導入する 

 

材料費 ⑭単価 単価算定方法は計算期間ごとに更新できる方

法にできるか（現在は購入総額を保険点数で

按分している） 

薬品・診療材料の数量を記録でき

る場合、適用する単価も移動平均法

や最終仕入原価法等を採用し、区分

ごとに計算する 

 

 

経費 ⑮按分設定 発生原因に基づく按分ができるか 光熱水費であれば区分ごとに実際  
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区 分 項 目 チェック項目 あるべき姿 備考 

基準その２ の消費量を集計する等、原価の発生

原因と按分基準を設定する 

減価償却費 ⑯所在 器械等の所在を特定できるか（現在は診療科

を特定できないものが多く一定基準で按分し

ている） 

高額医療器械を中心に診療科への

跡付けを行う 
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表Ⅸ-３ 医療センターの診療科別原価計算（損益計算）の結果 

診療科

科目 入院 外来 入院 外来

人件費 778,899 286,676 48,049 23,312

材料費 517,838 192,497 4,802 11,737

経費 216,319 67,598 9,410 5,096

減価償却費 139,103 54,673 4,447 3,989

資産減耗費 412 161 13 12

研究研修費 3,800 1,739 529 269

費用合計 1,656,371 603,344 67,250 44,415

診療収益 1,714,109 587,436 55,430 50,534

損益 57,738 △ 15,908 △ 11,820 6,119

診療科

科目 入院 外来 入院 外来

人件費 154,861 58,013 168,052 20,234

材料費 77,909 18,116 101,485 1,648

経費 40,630 9,201 38,401 17,519

減価償却費 26,215 6,238 25,666 25,827

資産減耗費 77 18 76 76

研究研修費 844 462 1,194 453

費用合計 300,536 92,048 334,874 65,757

診療収益 323,483 78,748 317,820 7,150

損益 22,947 △ 13,300 △ 17,054 △ 58,607

呼吸器外科 心臓血管外科

内科 心療内科 精神科

外来 入院 外来 入院 外来 入院 外来 入院 外来 入院 外来 入院 外来 入院 外来

19,559 149,721 61,290 218,284 93,651 210,610 33,044 165,400 100,399 611,447 273,734 345,572 135,526 121,534 58,256

2,147 118,401 19,233 75,476 62,667 82,520 21,497 77,215 33,456 369,175 308,513 194,179 51,253 56,363 2,915

1,933 55,065 13,234 40,478 21,462 39,031 7,581 90,046 12,768 174,738 72,004 98,564 16,079 29,039 4,787

1,375 33,707 9,423 23,636 15,699 24,086 5,573 77,276 9,568 112,073 53,417 63,580 11,599 16,072 2,841

4 99 28 70 46 71 16 228 28 330 158 187 34 47 8

383 691 297 1,392 705 1,140 524 1,968 852 3,962 1,094 685 1,234 787 633

25,401 357,684 103,505 359,336 194,230 357,458 68,235 412,133 157,071 1,271,725 708,920 702,767 215,725 223,842 69,440

17,434 415,694 114,407 296,002 198,890 293,860 69,755 735,673 112,962 1,407,346 673,394 800,690 133,773 199,224 35,828

△ 7,967 58,010 10,902 △ 63,334 4,660 △ 63,598 1,520 323,540 △ 44,109 135,621 △ 35,526 97,923 △ 81,952 △ 24,618 △ 33,612

歯科

入院 外来 入院 外来 入院 外来 入院 外来 入院 外来 入院 外来 外来

115,039 37,298 21,665 30,764 151,293 76,882 840,797 141,826 64,568 56,447 97,962 73,946 16,155

45,432 4,538 10,626 15,625 65,094 91,772 208,038 48,430 30,471 27,522 55,007 24,021 2,135

28,498 2,776 4,171 4,666 33,046 19,615 150,956 23,659 16,004 11,664 33,762 11,326 2,045

17,517 1,714 2,649 3,463 19,793 15,127 88,297 18,232 10,382 11,373 20,262 8,221 1,314

52 5 8 10 58 45 260 54 31 34 60 24 4

450 405 165 244 716 600 2,371 1,175 150 314 211 695 378

206,988 46,736 39,284 54,772 270,000 204,041 1,290,719 233,376 121,606 107,354 207,264 118,233 22,031

213,673 21,593 33,182 43,874 249,333 179,649 1,011,713 200,537 126,321 73,473 256,698 94,978 6,888

6,685 △ 25,143 △ 6,102 △ 10,898 △ 20,667 △ 24,392 △ 279,006 △ 32,839 4,715 △ 33,881 49,434 △ 23,255 △ 15,143

（単位：千円）

11,314,471

11,151,554

△ 162,917

1,423,171

964,427

2,844

33,511

診療科計

5,860,765

3,029,753

泌尿器科 産婦人科 眼科 耳鼻いんこう科小児外科 皮膚科

呼吸器科 消化器科 循環器科 小児科 外科 整形外科 脳神経外科
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Ⅹ．今後に向けての提案 

意見を個別的に述べてきたが、これらを前提として病院事業を全体としての観点から

考察した場合の今後に向けての提案を述べたい。 

市立病院は、結果報告書の概要にも記載したように、昭和 38 年の５市合併に伴って

五つの病院と二つの結核療養所でスタートしたが、平成 14 年４月に戸畑病院が廃止さ

れたことにより、現在、医療センター、門司病院、若松病院及び八幡病院の四つの病院

からなっている｡ 

外部監査に当たって、市立病院はこのようにスタートした時点からすでに 40 年近く

が経過しているが、各病院の事務事業の財務や経営管理における事務がどの程度統一さ

れて行われているかも関心事のひとつであった。 

監査の結果、各病院のこれらの事務はおおむね地公企法や市が定めた病院局会計規程

といった法令等に準拠して処理されている。 

ただ、結果報告書及び意見書でも指摘したように、薬品や診療材料等の管理方法（結

果報告書Ⅴ）、委員会組織（意見書Ⅰ．１）、未収金管理の方法（意見書Ⅳ．１）、委託

業務の検収・編綴の方法（同Ⅵ．４）等において、一部各病院間で処理の方法が異なる

ものも見受けられた。これらの事務については、各病院の自主性に任せていたものと思

われるが、基本的に各病院とも同じような事務内容であることから、市としてあるべき

事務処理を定めて、各病院間で統一した方法を採用することが望ましい。 

次に、市立病院全体の経営収支については、結果報告書の概要でも記載しているとお

り、平成14 年度の純損益は904 百万円の赤字である。病院局の管理統括部門のコスト

等を除いた病院別の経営収支を見れば、医療センター及び八幡病院の純損益は黒字を出

しているものの、門司病院及び若松病院はそれぞれ大きな赤字を出している｡さらに、

平成13 年度と比較しても、各病院の経営収支は、前年度よりさらに悪化している｡ 

各病院のそれぞれの役割としては、医療センターは市立病院全体の中核的役割を担っ

ており、八幡病院は市立病院の救急医療体制の核となっていると同時に、夜間・休日急

患センターを併設している。また、門司病院は市における唯一の結核医療機関であると

ともに門司地区での医療拠点としての役割を、そして、若松病院は若松地区での唯一の

総合病院としての役割をそれぞれ担っている｡ 

市立病院は、市民に対して良質な医療サービスを提供し、地域医療の中心的役割を担

っており、一概に経営収支だけを追求するわけにはいかないが、結核や救急医療といっ

た政策医療に対して一般会計から繰入れを受け入れているため、市民へ財政負担をかけ

ているので、経営の改善には常に積極的に取り組む必要がある｡ 

市では、病院事業の経営改善に取り組むべく、平成 12 年４月北九州市病院事業経営

改善検討懇話会による報告書で指摘された経営改善に向けた助言を受けて、現在までに

助言項目（全部で９項目）ごとに、改善策を講じてきた｡ 

また、毎年大きな赤字を生じさせていた戸畑病院を廃止したことは、大いに評価でき
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るものである｡ 

しかしながら、他の項目については、一部看護師の勤務形態の見直しや窓口業務の委

託化等改善の努力は見られるものの、引き続き更なる改善が望まれる｡ 

一般的に公立病院は公務員制度による強い身分保障があること等から、その在職年数

が長くなっている。その結果として、給与水準が高くなっており赤字の大きな原因とな

っている。市病院事業においても、医療費用の中で大きなウエートを占めるのは人件費

（平成14年度病院局全体で58%を占めている。）であり、経営収支の改善に当たっては、

なによりも人件費の削減が大きな課題となる。助言された項目の中に医師の年俸制の導

入を検討するよう提言されているが、現段階では検討にとどまっている｡また、能力給

等の導入も検討すべき時期にきているように思われる｡ 

また、経営収支の改善には、診療科別等の原価計算の導入がより有効であると思われ

る｡部門的に原価の集計を行い、診療科ごとの診療報酬と原価を対比して診療科別の損

益計算を行うことによって、より効率的な病院経営が可能となる｡ 

ところで、門司病院は、市唯一の結核医療機関であり、また若松病院は地域住民にと

って唯一の総合病院としての役割が期待されているものの、共に赤字の状況にある。 

門司病院は同地域内に競合する民間病院も多く、小倉北区にある医療センターと距離

的に近いため、地域における拠点病院としての役割は比較的低くなっており、同病院の

改築後も患者数が当初計画よりも伸び悩んでいる｡たとえ、人件費の削減等病院経営の

効率化を図ったとしても、今の状態で門司病院の運営を続けていくかぎり、引き続き、

収支改善は困難な状況にあると思われる。 

また、若松病院も移転改築を行い、今後、収支改善に期待が持たれるものの、現状で

は患者数が伸び悩んでいる。 

さらに、北九州地区保健医療圏は過剰病床地域であること、また、国の医療費抑制策

等から市病院事業全体においても依然として厳しい経営状況が続くものと思われる。 

したがって、他に先駆けて戸畑病院を廃止・民間委譲した市においても、最近の福岡

県の民間移譲の方針や東京都、高知県等の病院の合併・統廃合等の動きを踏まえながら、

引き続き、経営改善に向けた積極的な取組が求められる。 

我々の行った外部監査は地方自治法上、主として過去の財務事務の執行や事業の管理

を対象としたものであり、監査対象について将来に向けての検討をするには制約がある。

しかし、監査の結果や意見には、将来に向けて検討する材料が備わっているものと思わ

れる。今後、将来の在り方や計画の策定について検討する際に、活用されれば幸いであ

る。 

以 上  


